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（
４
） 
株
主
平
等
原
則
と
定
款
自
治

（
ⅰ
）
株
主
平
等
原
則
の
意
義

　
株
主
平
等
原
則
は
、
株
主
と
し
て
の
資
格
に
基
づ
く
法
律
関
係
に
お

い
て
、
株
主
を
そ
の
地
位
に
応
じ
て
平
等
に
取
り
扱
う
べ
き
こ
と
を
求

め
る
原
則
で
あ 

。
商
法
に
直
接
的
な
規
定
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
近

代
社
会
に
お
け
る
平
等
思
想
の
株
式
会
社
法
へ
の
浸
透
な
い
し
、
団
体

に
お
け
る
正
義
・
衡
平
の
理
念
の
現
わ
れ
と
し 

、
あ
る
い
は
自
然
法

的
要
請
と
し 

、
当
然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
内
容
を
個
別
的
に
規
定
し
た
も
の
と
し
て
、
利
益
配
当
請
求
権
、

議
決
権
、
新
株
引
受
権
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
例
外
と
し
て
、
数
種
の
株

式
、
転
換
予
約
権
付
株
式
、
強
制
転
換
条
項
付
株
式
な
ど
が
定
め
ら
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、
株
主
平
等
原
則
は
、
多
数
決
の
濫
用
、
会
社
の
経

営
者
の
恣
意
的
権
限
行
使
か
ら
、
少
数
株
主
を
保
護
す
る
機
能
を
有
す

る
と
解
さ
れ
て
い 

。

　
株
主
平
等
原
則
を
正
義
・
衡
平
と
い
っ
た
理
念
に
基
づ
く
も
の
と
し

て
捉
え
る
通
説
的
見
解
に
対
し
て
は
、「
高
次
の
理
念
に
よ
っ
て
基
礎

付
け
ら
れ
て
い
る
に
し
て
は
世
俗
的
な
例
外
が
あ
ま
り
に
多
く
、
子
細

に
見
る
と
さ
ほ
ど
権
威
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
の
批
判
的
見
解
が

提
示
さ
れ
て
い 

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
株
主
平
等
原
則
の
「
機

能
」
と
さ
れ
る
少
数
株
主
保
護
は
、
む
し
ろ
株
式
会
社
法
の
「
政
策
目

的
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
株
主
平
等
原
則
は
一
株
一
議
決
権
を
定
め

た
商
法
規
定
等
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
株
式
会
社
法
秩
序
内
の
商

（
　
）
７９る

（
　
）
８０て

（
　
）
８１て

（
　
）
８２る

（
　
）
８３る

慣
習
法
と
も
い
う
べ
き
原
則
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
わ
が
国
で
は
、
株
式
会
社
法
の
強
行
法
規
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
経

緯
か
ら
、
少
数
派
株
主
に
対
し
て
多
数
派
株
主
ま
た
は
経
営
者
に
よ
る

「
不
当
な
扱
い
」
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
の
具

体
的
な
法
理
が
発
展
し
て
こ
な
か
っ
た
。
定
款
自
治
が
認
め
ら
れ
る
と

し
て
も
、
多
数
派
株
主
に
一
方
的
に
有
利
な
定
款
規
定
を
個
々
に
判
定

し
て
無
効
と
し
、
ま
た
は
、
多
数
派
株
主
に
よ
る
濫
用
的
な
議
決
権
行

使
を
是
正
し
、
あ
る
い
は
、
多
数
派
株
主
の
支
持
を
背
景
に
し
た
経
営

者
の
不
適
切
な
業
務
執
行
に
対
す
る
責
任
追
及
（
株
主
代
表
訴
訟
、
差

止
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
）
の
機
能
が
充
実
し
て
い
れ
ば
、
株
主
平
等

原
則
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
そ
れ
ら
の
法
理
を
利
用
し
た
解
決
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
少
数
派
株
主
が
多
数
派
株
主

に
よ
る
個
々
の
不
当
行
為
や
定
款
規
定
の
違
法
を
証
明
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ 

。
そ
こ
で
、
多
数
派
株
主
の
濫
用
行
為
を
立
証
す
る
負
担
を

転
換
す
る
た
め
の
論
理
的
前
提
と
し
て
株
主
平
等
原
則
を
導
入
し
、
株

主
平
等
原
則
に
形
式
的
に
は
違
反
し
て
い
る
も
の
の
実
質
的
に
正
義
・

衡
平
に
反
せ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
な
存
在
理
由
を
有
し
て
い
る
こ
と
の

立
証
を
行
為
者
側
に
求
め
る
こ
と
で
、
多
数
派
株
主
の
専
横
に
対
す
る

歯
止
め
の
論
理
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
に
、
株
主
平
等
原
則
の
意
義
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ 

。

（
ⅱ
）
会
社
法
に
お
け
る
株
主
平
等
原
則
の
位
置
付
け

　
会
社
法
は
初
め
て
実
定
法
上
株
主
平
等
原
則
を
規
定
し
た
（
一
〇
九

（
　
）
８４る

（
　
）
８５る

一
五
二

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



条
）。
株
式
会
社
は
、
株
主
を
、
そ
の
有
す
る
株
式
の
内
容
お
よ
び
数

に
応
じ
て
、
平
等
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
開
会
社
以
外

の
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利
、
残
余
財

産
の
分
配
を
受
け
る
権
利
、
お
よ
び
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
に
つ

い
て
、
株
主
ご
と
に
異
な
る
取
扱
い
を
行
う
旨
を
定
款
で
定
め
る
こ
と

が
で
き 

。

　
従
来
の
通
説
的
見
解
で
は
株
主
平
等
原
則
の
第
一
の
意
味
と
し
て
、

各
株
式
の
内
容
は
原
則
と
し
て
同
一
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い 

。
会
社

法
は
、
取
得
請
求
権
付
株
式
、
取
得
条
件
付
株
式
に
関
す
る
規
定
（
一

〇
七
条
）
お
よ
び
種
類
株
式
に
関
す
る
規
定
（
一
〇
八
条
）
を
株
主
平

等
原
則
規
定
の
前
に
置
き
、
ま
た
一
〇
九
条
一
項
の
書
き
ぶ
り
も
「
そ

の
有
す
る
株
式
の
内
容
及
び
数
に
応
じ
て
」
平
等
に
取
り
扱
う
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
各
株
式
の
内
容
は
原
則
と
し
て
同
一
で
あ
る
と
の
従
来

の
通
説
的
見
解
に
よ
る
平
等
原
則
の
第
一
の
意
味
は
盛
り
込
ま
れ
て
い

な
い
と
解
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
一
〇
九
条
一
項
は
、
各
株
式
の
内
容
が

同
一
で
あ
る
限
り
同
一
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
定
め
た
点
に
意
味
が
あ
る
と
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
っ 

。
こ
の

こ
と
は
、
会
社
法
が
株
主
平
等
原
則
を
株
式
会
社
制
度
に
伴
う
法
政
策

的
な
要
請
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
明
文
化
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

と
の
見
方
が
あ 

。
し
か
し
、
旧
商
法
に
お
い
て
理
念
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
な
が
ら
実
定
法
上
の
根
拠
が
な
く
正
義
衡
平
や
自
然
法
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
会
社
法
に
お
い
て

（
　
）
８６る

（
　
）
８７た（

　
）
８８た

（
　
）
８９る

明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
平
等
原
則
は
、
従
来
は
そ
の

「
実
益
」
な
い
し
「
機
能
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
多
数
決
の
濫
用

か
ら
の
少
数
株
主
保
護
を
主
眼
と
す
る
基
本
原
理
と
し
て
再
構
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え 

。

（
ⅲ
）
株
主
平
等
原
則
の
例
外

　
株
主
平
等
原
則
が
立
証
負
担
転
換
機
能
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
会
社

ま
た
は
多
数
派
株
主
が
株
主
間
に
不
平
等
な
取
扱
い
を
し
た
場
合
に

は
、
形
式
的
に
不
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
で
株
主
平
等
原
則
違

反
と
し
て
無
効
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
を
覆
す
た
め
に

は
、
そ
の
事
項
が
株
主
平
等
原
則
の
政
策
目
的
で
あ
る
多
数
派
株
主
の

専
横
を
防
止
す
る
と
い
う
こ
と
に
反
せ
ず
、
か
つ
合
理
的
な
政
策
目
的

を
積
極
的
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

。
そ
の
よ
う
な
合
理
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
取
扱
い
と
し
て

は
、
①
少
数
株
主
の
発
言
力
強
化
、
②
資
金
調
達
の
便
宜
、
③
株
式
の

譲
渡
制
限
、
④
株
主
優
待
制 

の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ 

。

　
　（
ⅳ
）
株
主
平
等
原
則
と
定
款
自
治
の
限
界

　
株
主
平
等
原
則
に
お
け
る
平
等
は
、
形
式
的
平
等
（form

ally

    
     

identical
treatm

ent
                
   
）
と
実
質
的
平
等
（substantively

equal

                    

treatm
ent

      
   
）
か
ら
成 

。
株
主
平
等
原
則
は
こ
れ
ま
で
、
具
体
的
な
状

況
を
あ
ま
り
考
慮
せ
ず
に
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
形
式

的
平
等
の
面
が
強
調
さ
れ
て
き 

。
形
式
的
に
同
じ
扱
い
が
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
は
、
比
較
的
判
断
が
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経

（
　
）
９０る

（
　
）
９１い

（
　
）
９２度

（
　
）
９３る

（
　
）
９４る

（
　
）
９５た

一
五
三

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



済
的
な
結
果
が
平
等
か
ど
う
か
は
判
定
し
に
く
い
こ
と
も
あ
る
上
、
ど

う
す
れ
ば
そ
の
結
果
を
実
現
で
き
る
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
る
こ

と
も
あ
り
う
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
質
的
な
平
等
ま
で
は
必
要
な
い
と
す

る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
各
株
式
に
つ
い
て
形
式
的
に
同
じ
扱
い
を

す
る
こ
と
が
実
質
的
平
等
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
ら
れ
た
た

め
で
あ 

。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
株
主
平
等
原
則
の
例
外
と
し
て
の
議

決
権
制
限
株
式
は
、
商
法
に
規
定
さ
れ
た
利
益
配
当
優
先
株
式
の
属
性

と
し
て
無
議
決
権
株
式
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
（
平
成

一
三
年
改
正
前
旧
商
法
二
四
二
条
一
項
）、
議
決
権
に
関
し
て
は
、
株

主
総
会
決
議
事
項
の
す
べ
て
に
議
決
権
が
認
め
ら
れ
る
株
式
と
一
切
認

め
ら
れ
な
い
株
式
と
い
う
二
者
択
一
の
対
応
し
か
許
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
る
に
、
平
成
一
三
年
商
法
改
正
に
よ
り
、
利
益
配
当
に
関
し

て
普
通
株
式
に
つ
い
て
も
無
議
決
権
株
式
に
す
る
こ
と
を
認
め
た
上

で
、
さ
ら
に
完
全
無
議
決
権
株
式
お
よ
び
狭
義
の
議
決
権
制
限
株
式
を

種
類
株
式
の
一
種
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
株
主
総

会
ま
た
は
取
締
役
会
の
決
議
事
項
に
つ
き
、
定
款
で
種
類
株
主
総
会
の

決
議
を
要
す
る
も
の
と
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
（
旧
商
法
二
二
二

条
九
項
）。
特
定
の
種
類
の
株
主
に
一
定
事
項
の
拒
否
権
を
認
め
る
規

定
で
あ
る
。
さ
ら
に
平
成
一
四
年
改
正
で
は
、
種
類
株
主
の
取
締
役
等

の
選
解
任
権
が
設
け
ら
れ
た
（
旧
商
法
二
二
二
条
一
項
六
号
）。
こ
れ

に
よ
り
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
形
式
的
平
等
を
基
軸
と
す
る
株
主
平
等

原
則
は
大
き
な
変
容
を
受
け 

。

（
　
）
９６る

（
　
）
９７た

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
治
の
拡
大
は
「
自
由
放
任
」
を
認
め
る
も
の
で

は
な
く
、
自
治
ゆ
え
に
こ
そ
合
理
的
な
企
業
経
営
を
会
社
法
は
期
待
し

て
い 

。
実
際
、
会
社
法
は
、
株
主
権
の
内
容
に
つ
い
て
、
強
行
規
定

を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
に
剰
余
金
の
配
当
を
受
け
る
権
利

と
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
る
権
利
の
い
ず
れ
を
も
与
え
な
い
と
い
う

定
款
規
定
は
無
効
で
あ
る
（
一
〇
五
条
二
項
）。
会
社
の
営
利
性
か
ら

導
か
れ
る
定
款
自
治
の
限
界
で
あ 

。
そ
れ
で
は
、
配
当
受
領
権
が
な

く
残
余
財
産
分
配
受
領
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い

る
場
合
に
、
毎
年
の
決
算
で
剰
余
金
を
全
て
配
当
に
回
す
こ
と
や
、
配

当
受
領
権
が
あ
り
残
余
財
産
分
配
受
領
権
が
な
い
株
式
が
発
行
さ
れ
て

い
る
場
合
に
、
決
算
時
に
常
に
配
当
を
一
切
行
わ
な
い
と
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、「
株
式
の
内
容
」
に
応
じ
た
実
質
的
な
株
主
平
等
が
保
た
れ

て
い
る
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
疑
問
な
し
と
し

な 

。
ま
た
、
配
当
優
先
株
式
に
つ
い
て
、
配
当
額
を
一
円
プ
ラ
ス
し

て
議
決
権
を
奪
う
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
、
資
金
調
達
目
的
よ
り
支
配

権
の
維
持
に
重
点
が
あ
る
と
し
て
そ
の
効
力
を
問
題
に
す
べ
き
と
の
指

摘
が
あ 

。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
見
法
令
に
反
し
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
取
扱
い
が
制
約
さ
れ
る
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
龍
田
節
教
授
は
、
株
式
会
社
は
所
有
と
契
約
の
ふ
た
つ
の
モ
メ
ン
ト

の
結
合
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
持
分
に
基
づ
く
支
配
権
（
議
決
権
）

の
行
使
は
、
他
人
の
持
分
と
は
無
関
係
に
作
用
し
え
な
い
た
め
、
社
会

（
　
）
９８る

（
　
）
９９る

（
　
）
１００い

（
　
）
１０１る

一
五
四

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



通
念
上
許
容
さ
れ
る
限
度
を
超
え
て
他
人
の
持
分
を
害
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
制
約
が
常
に
付
き
ま
と
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
度
い
か
ん

は
契
約
的
モ
メ
ン
ト
に
よ
り
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
平
均
的
株
主
が
入

社
に
際
し
て
期
待
し
た
対
価
関
係
、
等
価
交
換
関
係
を
破
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
株
主
の
持
分
に
基
づ
く
支
配
作
用
は
限
界
づ
け
ら
れ

る
と
す 

。
こ
の
「
平
均
的
株
主
が
入
社
に
際
し
て
期
待
し
た
対
価
関

係
、
等
価
交
換
を
破
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
基
準
が
、
実
質
的
株

主
平
等
の
基
準
と
な
り
、
同
時
に
定
款
自
治
の
限
界
を
画
す
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
株
主
平
等
原
則
は
、
定
款
規
定
が

法
令
に
反
し
な
い
か
と
い
う
「
表
現
」
の
フ
ェ
ー
ズ
と
、
表
現
さ
れ
た

定
款
の
「
適
用
」
の
フ
ェ
ー
ズ
に
共
通
し
た
概
念
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

。

　
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
、
会
社
法
に
お
い
て
「
平
均
的
株
主
が
入
社

に
際
し
て
期
待
し
た
対
価
関
係
、
等
価
交
換
関
係
を
破
っ
て
」
よ
い
と

判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
探
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
既
に
述
べ
た
株

主
平
等
原
則
の
例
外
と
さ
れ
る
四
項
目
と
な
ろ
う
。
本
論
稿
で
は
、
少

数
株
主
の
発
言
力
強 

お
よ
び
資
金
調
達
の
便
宜
の
観
点
か
ら
検
討
す

る
。

　
会
社
法
は
、
少
数
株
主
権
の
議
決
権
数
、
株
式
数
お
よ
び
保
有
期
間

の
要
件
を
定
款
で
緩
和
な
い
し
は
単
独
株
主
権
化
す
る
こ
と
を
明
文
で

認
め
た
。
少
数
株
主
に
よ
る
経
営
へ
の
参
与
お
よ
び
監
督
是
正
権
の
強

化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
法
定
の
要
件
は
い
わ
ば
少
数
株
主
に
不
利
な

（
　
）
１０２る

（
　
）
１０３か

（
　
）
１０４化

サ
イ
ド
で
の
定
款
自
治
の
限
界
で
あ
り
、
ま
た
定
款
の
デ
フ
ォ
ル
ト
条

件
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
株
主
が
分
散
し
所
有
と

経
営
が
分
離
し
て
い
る
公
開
会
社
に
お
い
て
は
、
経
営
者
支
配
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
も
の
と
し
て
意
義
を
有
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お
い
て
は
、
少
数
株
主

は
よ
り
深
く
経
営
に
参
与
し
て
お
り
、
ま
た
、
少
数
派
と
は
い
え
比
較

的
多
数
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
公
開
会
社
で
な
い

会
社
に
お
け
る
多
数
派
と
少
数
派
の
見
解
の
対
立
は
、
経
営
方
針
そ
の

も
の
の
対
立
か
ら
生
じ
、
経
営
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
の
愛
憎
を
ま
じ
え

た
争
い
に
発
展
す
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
公
開
会
社
で
な
い
会
社
で

は
、
定
款
の
定
め
に
よ
っ
て
株
主
権
の
内
容
を
株
主
ご
と
に
異
な
る
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
（
一
〇
九
条
二
項
）、
多
数
派
は
そ
の

よ
う
な
定
款
自
治
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
少
数
派
を
最
大
限
圧
迫
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
属
人
的
な
株
主
権
の
内
容
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
有

限
会
社
に
お
い
て
は
そ
の
性
質
上
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
き
た 

、
会

社
法
で
は
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
つ
い
て
、
株
主
平
等
原
則
の
例

外
と
し
て
属
人
的
な
株
主
権
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
た
め
、

多
数
派
株
主
は
法
的
裏
付
け
を
得
て
そ
の
地
位
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の

と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
内
容
は
、
少
数
派

を
経
営
に
参
与
さ
せ
な
い
「
飼
い
殺
し
」
や
、
あ
る
い
は
多
数
派
が
株

式
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て
脱
出
す
る
「
置
き
去
り
」
と
い
っ
た
も
の
と

（
　
）
１０５が

一
五
五

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



な
り
得
る
。
公
開
会
社
に
お
い
て
は
、
少
数
派
株
主
は
最
終
的
に
は
株

式
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
投
下
資
本
を
回
収
し
て
多
数
派
と
縁
を
切

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お

い
て
は
、
退
路
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
多
数
派
の
圧
迫
は
む
し
ろ
激
し

く
な
り
、
そ
れ
が
あ
る
一
定
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
う
と
、
今
度
は
少

数
派
が
そ
れ
ま
で
問
題
に
も
し
て
こ
な
か
っ
た
多
数
派
の
会
社
法
上
の

手
続
き
違
反
（
株
主
総
会
の
招
集
手
続
き
の
瑕
疵
等
）
を
盾
に
反
撃
を

始
め
る
と
い
う
構
図
と
な
る
。
会
社
法
一
〇
九
条
は
、
そ
れ
に
加
え
て

「
定
款
規
定
の
株
主
平
等
原
則
違
反
」
と
い
う
主
張
を
少
数
派
株
主
の

反
撃
材
料
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お
け
る
定
款
に
よ
る
属
人
的
な
株
主
権
の

定
め
が
、
実
質
的
に
株
主
平
等
原
則
に
反
し
な
い
こ
と
を
立
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
株
主
に
と
っ
て
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
出
資
契
約
に
見

ら
れ
る
会
社
か
ら
の
離
脱
を
容
易
に
す
るExit

 
   
の
権
利
（
例
え
ば
、

Tag-A
lon

     
   g   

、D
rag

 
   -A

long

  
     

）
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の

材
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
株
主
平
等
原
則
が
、
多

数
派
株
主
の
濫
用
行
為
の
立
証
負
担
を
転
換
す
る
た
め
の
論
理
的
前
提

と
し
て
、
実
質
的
に
正
義
・
衡
平
に
反
せ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
な
存
在

理
由
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
立
証
を
多
数
派
株
主
に
求
め
る
こ
と
で
、

専
横
に
対
す
る
歯
止
め
の
論
理
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と

す
る
と
、Exit

 
   
の
権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
質
的
正
義
・

衡
平
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
定
款
の
属
人
的
な
株
主
権
規
定
が
定
款

（
　
）
１０６権

（
　
）
１０７権

自
治
の
許
容
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
裏
付
け
る
意
義
を
有
す

る
こ
と
に
な
ろ 

。
少
数
派
株
主
と
し
て
は
、
会
社
か
ら
追
い
出
さ
れ

る
こ
と
が
リ
ス
ク
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
多
数
派
が
会

社
か
ら
脱
出
し
置
い
て
い
か
れ
る
こ
と
も
ま
た
リ
ス
ク
で
あ
る
。Exi

 
  t  

の
権
利
は
少
数
派
株
主
が
こ
の
よ
う
な
窮
地
に
陥
る
こ
と
を
防
止
す
る

機
能
を
有
す
る
。

　
法
令
上
のExit

 
   
の
権
利
と
し
て
は
昭
和
二
五
年
商
法
改
正
に
よ
り
米

国
に
な
ら
っ
て
導
入
さ
れ
た
株
式
買
取
請
求
権
が
あ 

。
株
式
買
取
請

求
権
は
、
直
接
的
に
は
少
数
派
株
主
の
投
下
資
本
回
収
の
た
め
の
権
利

で
あ
る
が
、
こ
の
権
利
の
行
使
を
回
避
す
る
た
め
に
多
数
派
が
慎
重
な

態
度
を
と
る
と
い
う
効
果
も
挙
げ
ら
れ 

。
ま
た
、
機
能
的
な
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
、
株
主
総
会
決
議
の
正
当
性
、
適
法
性
に
依
存
し
な
い
た

め
、
立
証
の
問
題
も
回
避
で
き 

。

　
一
方
、Exit

 
   
の
権
利
は
、
多
数
派
株
主
に
よ
る
専
横
だ
け
で
な
く
、

少
数
派
株
主
に
よ
る
株
式
譲
渡
承
認
請
求
に
名
を
借
り
た
あ
る
種
の

「
脅
し
」
に
対
す
る
バ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
得
る
。
資

金
的
余
裕
が
な
く
、
ま
た
少
数
派
株
主
以
外
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
望
ん
で

い
な
い
多
数
派
株
主
に
対
し
て
は
、
株
式
譲
渡
の
承
認
請
求
は
、
む
し

ろ
多
数
派
と
少
数
派
の
交
渉
力
を
逆
転
さ
せ
、
少
数
派
に
よ
る
撹
乱
を

可
能
に
す
る
。
株
式
買
取
請
求
権
は
、
少
数
派
の
横
暴
（tyranny

of

           

the
m
inority

     
       
）
か
ら
多
数
派
を
守
る
機
能
も
持
ち
、
会
社
の
取
引
を

ス
ム
ー
ズ
に
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ 

。
こ
の
よ
う
な

（
　
）
１０８う

（
　
）
１０９る

（
　
）
１１０る

（
　
）
１１１る

（
　
）
１１２る

一
五
六
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バ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
の
機
能
を
有
す
るExit

 
   
権
を
定
款
に
定
め
る
こ
と

で
、
実
質
的
な
株
主
平
等
が
担
保
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

。

　
次
に
、
少
数
派
株
主
が
多
数
派
株
主
を
支
配
す
る
よ
う
な
株
主
ご
と

に
異
な
る
取
扱
い
が
制
約
な
く
可
能
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
旧
商
法

下
の
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
複
数
議
決
権
や
議
決
権
の
上
限
制
等
は

定
款
自
治
の
範
囲
内
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対

 

、
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
一
株
複
数
議
決
権
の
賦
与
や
議
決
権
の

上
限
制
・
逓
減
制
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き 

。
会
社
法
に
お
い

て
は
、
議
決
権
制
限
株
式
の
議
決
権
（
一
〇
八
条
一
項
三
号
）
は
、
あ

る
か
な
い
か
の
い
ず
れ
か
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
一
株
に
つ
い
て
の
議
決

権
を
〇
・
七
と
か
二
と
か
な
ど
と
定
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ

れ
る
一 

、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
あ
っ
て
は
剰
余
金
配
当
・
残
余

財
産
分
配
・
議
決
権
に
つ
い
て
株
主
ご
と
に
異
な
る
取
扱
い
と
す
る
旨

を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
（
一
〇
九
条
二
項
）、
旧
来
の
有
限
会

社
の
定
款
自
治
の
自
由
を
取
り
込
ん
だ
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
に
お
け
る
属
人
的
種
類
株
式
も
、
ま
っ

た
く
の
制
約
な
し
に
設
定
し
行
使
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
内

在
的
制
約
に
服
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
の
制
約
の
内
容
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
有
限
会
社
に

つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
定
款
自
治
の
議
論
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
お
く
。
わ

が
国
の
有
限
会
社
は
、
小
規
模
で
閉
鎖
的
な
会
社
が
念
頭
に
置
か
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
法
律
に
よ
る
関
与
は
株
式
会
社
に
お
け
る
ほ
ど
多
岐

（
　
）
１１３か

（
　
）
１１４し

（
　
）
１１５た

（
　
）
１１６方

に
わ
た
ら
ず
、
社
員
の
自
主
性
・
自
立
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が

大
き 

。
し
か
し
定
款
の
内
容
は
、
公
序
良
俗
、
具
体
的
な
強
行
法

規
、
お
よ
び
有
限
会
社
の
本
質
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
社
員
の
基
本
的
な
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な 

。
具

体
的
に
は
、
議
決
権
に
つ
い
て
は
、
複
数
議
決
権
は
認
め
ら
れ
る
と
解

す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
が
、
他
の
社
員
の
議
決
権
を
奪
う
に
等
し
い

ほ
ど
の
多
数
の
議
決
権
を
認
め
る
こ
と
は
社
員
の
議
決
権
を
ま
っ
た
く

奪
う
よ
う
な
定
め
と
同
様
に
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解 

、
複
数
議
決

権
は
属
人
的
な
も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
持
分
そ
の
も
の
が
多
数
議
決
権

を
帯
有
す
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
と
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き

 

。
次
に
、
利
益
の
配
当
に
つ
い
て
は
、
設
立
当
初
か
ら
の
社
員
を
優

遇
す
る
よ
う
な
規
定
は
認
め
ら
れ
る
が
、
社
員
の
利
益
配
当
請
求
権
を

ま
っ
た
く
奪
う
よ
う
な
定
め
は
定
款
に
よ
っ
て
も
規
定
で
き
な 

。
ま

た
、
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
頭
数
主
義
や
多
数
の
出
資
口
数

を
有
す
る
社
員
に
つ
い
て
分
配
請
求
権
を
制
限
す
る
定
め
は
可
能
で
あ

る
が
、
残
余
財
産
分
配
請
求
権
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
定
め
は
で
き
な

い
と
解
さ
れ
て
き 

。
会
社
法
で
は
、
剰
余
金
の
分
配
と
残
余
財
産
の

分
配
に
つ
い
て
そ
の
い
ず
れ
を
も
受
け
ら
れ
な
い
定
款
の
定
め
を
無
効

と
し
た
の
で
（
一
〇
五
条
二
項
）、
こ
の
点
に
関
す
る
定
款
自
治
の
限

界
は
立
法
的
に
対
応
さ
れ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
的
要
素
を
強
調
し
社
員
平
等
の
方
向
に
向
か
う

定
款
自
治
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
特
定
の
株
主
の
権
利
を
出
資
比
率
以

（
　
）
１１７い

（
　
）
１１８い

（
　
）
１１９や

（
　
）
１２０た

（
　
）
１２１い

（
　
）
１２２た

一
五
七

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



上
に
強
化
す
る
内
容
の
定
款
に
つ
い
て
は
、
設
定
後
の
状
況
の
変
化
な

ど
に
よ
り
一
部
の
社
員
に
不
当
な
結
果
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え

ば
、
特
定
の
株
主
が
会
社
の
日
常
業
務
を
執
行
す
る
責
任
を
負
う
こ
と

を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
複
数
議
決
権
や
優
先
的
な
配
当
請
求
権
を
属

人
的
に
設
定
し
か
つ
定
款
変
更
は
総
社
員
の
同
意
を
も
っ
て
行
う
と
し

た
場
合
に
、
そ
の
後
当
該
社
員
が
何
ら
か
の
理
由
で
業
務
執
行
が
で
き

な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
属
人
的
特
権
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、

当
該
社
員
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
の
変
化
に
よ
り
属
人
的
な
持
分
権
の
設
定
が
不

当
な
結
果
を
招
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ

れ
て
い 

。

　
属
人
的
種
類
株
式
は
、
株
式
で
は
な
く
株
主
の
属
性
に
よ
り
設
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
権
利
の
内
容
は
、
株
主
平
等
原
則
を

破
る
内
容
の
も
の
と
で
き
る
こ
と
が
明
文
で
認
め
ら
れ
た
（
一
〇
九
条

二
項
）。
こ
の
よ
う
な
属
人
的
権
利
が
特
定
の
株
主
に
付
与
さ
れ
る
の

は
、
株
主
間
に
強
い
人
的
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
権
利
は
、
当
該
株
主
と
そ
の
他
の
株
主
と
の
間
の
信
認
的

法
律
関
係
の
存
在
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き 

。
こ

の
よ
う
な
属
人
的
定
款
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と

で
、
公
開
株
式
会
社
で
な
い
会
社
の
定
款
に
は
、
一
段
と
契
約
的
な
機

能
が
与
え
ら
れ
た
と
評
価
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
属
人
的
種
類
株
主
と

そ
の
他
の
株
主
と
の
間
の
人
的
関
係
は
、
定
款
規
定
に
与
え
ら
れ
た
株

（
　
）
１２３た

（
　
）
１２４る

主
間
の
契
約
的
性
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
属
人
的
種
類
株
式
に
関
す
る

定
款
自
治
の
限
界
も
そ
の
よ
う
な
性
質
に
依
拠
す
る
。
属
人
的
種
類
株

式
が
こ
の
よ
う
に
人
的
関
係
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
権
利
内
容
は
、
そ
の
基
礎
を
崩
す
が
ご
と
き
内
容
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い 

、
ま
た
人
的
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該

株
主
の
属
人
的
種
類
株
式
と
し
て
の
権
利
行
使
は
、
権
利
濫
用
あ
る
い

は
信
義
則
違
反
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ 

。

　
定
款
自
治
が
ゆ
き
過
ぎ
た
場
合
の
歯
止
め
を
基
礎
付
け
る
理
論
と
し

て
、
米
国
で
は
株
主
間
の
信
認
義
務
が
論
じ
ら
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
議
決
権
濫
用
、
誠
実
義
務
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
わ
が
国

の
法
理
に
取
り
込
も
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
が

定
着
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な 

。
ま
た
、
株
主
平

等
原
則
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
一
般
原
則
で
あ
っ
て
法
文
上
の
根
拠
規

定
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は
裁
判
官
の
主
観
に
委
ね
る
結

果
に
な
る
と
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
き 

。
し
か
し
な
が
ら
、
新
会
社
法

に
よ
り
実
定
法
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
正
義
・
衡
平
の
観

点
か
ら
導
か
れ
る
一
般
原
則
に
過
ぎ
な
い
と
の
難
点
は
解
消
さ
れ 

。

法
文
起
案
の
経
緯
は
さ
て
お 

、
立
法
者
の
意
識
と
し
て
は
株
主
権
の

内
容
に
つ
い
て
の
定
款
自
治
を
大
幅
に
認
め
た
こ
と
の
抑
止
力
と
し
て

株
主
平
等
原
則
を
意
識
し
て
い
た
と
の
推
察
は
十
分
に
成
り
立
ち
得
る

で
あ
ろ
う
。

　
種
類
株
式
が
珍
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
比
較
的
最
近
ま

（
　
）
１２５し

（
　
）
１２６う

（
　
）
１２７い

（
　
）
１２８た

（
　
）
１２９た

（
　
）
１３０き

一
五
八

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



 

、
株
主
平
等
原
則
は
無
意
識
の
う
ち
に
持
株
数
比
例
原
則
と
し
て
議

論
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
持
株
数
比
例
を
崩
す
こ
と
も
定
款

自
治
で
可
能
と
な
っ
た
現
在
、
株
主
平
等
原
則
は
よ
り
実
質
的
に
定
款

自
治
の
場
で
な
さ
れ
る
会
社
支
配
を
め
ぐ
る
紛
争
を
解
決
す
る
基
準
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
主
平
等
原
則
が
立
証
負

担
転
換
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
質
的
平
等
を
保
つ

た
め
の
「
装
置
」
が
定
款
に
備
わ
っ
て
お
り
、
株
主
に
そ
れ
を
利
用
す

る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
立
証
負
担
を
果
た
し
た
こ
と
を

認
定
す
る
に
あ
た
り
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な 

。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
会
社
法
に
お
い
て
は
、
株
主
平
等
原
則

が
定
款
自
治
の
限
界
を
基
礎
付
け
る
実
定
法
上
の
規
範
と
な
り
得
る
。

株
主
平
等
原
則
は
形
式
的
平
等
と
実
質
的
平
等
か
ら
な
る
が
、
形
式
的

平
等
に
つ
い
て
は
大
幅
な
自
治
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
定
款
自
治
の
限

界
は
、
実
質
的
平
等
が
保
た
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
出
資
契
約
で
用
い
ら
れ
て
い
るExit

 
   
の
権
利
を
付
与
す
る

条
項
は
、
定
款
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
た
実
質
的
平
等
の
保
全
策
と
し
て

機
能
す
る
と
考
え
ら
れ 

。

　
２
　
合
同
会
社
と
定
款
自
治

　
会
社
法
は
新
た
な
持
分
会
社
形
態
と
し
て
合
同
会
社
を
導
入
し
た
。

合
同
会
社
は
、
社
員
全
員
に
有
限
責
任
を
与
え
、
か
つ
民
法
上
の
組
合

に
類
似
し
た
業
務
執
行
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た

（
　
）
１３１で

（
　
）
１３２る

（
　
）
１３３る

が
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
全
員
一
致
で
定
款
の
変
更
そ
の
他
の
会
社
の

あ
り
方
が
決
定
さ
れ
（
六
三
七
条
な
ど
）、
社
員
自
ら
が
会
社
の
業
務

の
執
行
に
あ
た
る
（
五
九
〇
条
一
項
）。
米
国
の
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
・
ラ

イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（Lim

ited
Liability

Com
pany:

   
                  
      

LLC

   
）
を
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
、
構
想
当
初
よ
り
「
日
本
版LLC

 
  
」
と

呼
ば
れ
て
い 

。

　
合
同
会
社
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
株
主
選
択
の
自
由
を
認
め
、
株
主
総

会
、
取
締
役
と
い
っ
た
機
関
の
設
置
が
不
要
で
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
最
低
要
件
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
社
員
の
交
代
を
前
提
と

せ
ず
、
社
員
間
の
合
意
で
会
社
を
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
機

敏
な
経
営
を
行
い
や
す 

。

　
米
国
に
お
い
て
は
、LLC

 
  

は
急
速
に
増
加
し
た
と
さ
れ
る
が
、
税

務
メ
リ
ッ
ト
の
要
因
を
除
外
す
れ
ば
必
ず
し
も
想
定
し
た
ほ
ど
に
選
好

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ 

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

結
局
の
と
こ
ろLLC

 
  

が
、
株
式
会
社
と
株
主
間
契
約
の
コ
ン
ビ
ネ
ー

シ
ョ
ン
に
比
べ
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
中
小
企
業
の
事
業
運
営
に

と
っ
て
使
い
勝
手
が
よ
い
と
言
え
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う 

。

　
会
社
法
に
お
い
て
は
、
経
営
に
参
与
し
な
い
少
数
株
主
を
保
護
す
る

こ
と
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
所
有
者
と
し
て
も
経
営
者
と
し

て
も
弱
い
立
場
に
置
か
れ
が
ち
な
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
創
業
者
と
い
う

会
社
当
事
者
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
少
数
株
主
と
し
て
、
あ
る
い
は

株
主
の
過
半
数
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
一
取
締
役
と
し
て
の
取
扱
い
を
す

（
　
）
１３４た

（
　
）
１３５い

（
　
）
１３６る

（
　
）
１３７か

一
五
九

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
会
社
の
定
款
の
内
容

も
、
こ
れ
ま
で
は
上
場
大
会
社
も
創
業
期
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
も
大
差

が
な
く
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
組
織
作
り
は
、
契
約
自

由
の
原
則
を
最
大
限
利
用
し
て
株
主
間
契
約
に
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
会
社
法
の
外
で
処
理
さ
れ
て
き
た
。
創
業
者
は
、
ま
さ
に
契
約

自
由
の
世
界
で
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
強
行
法

規
の
後
ろ
盾
の
な
い
状
況
下
で
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
追

い
出
さ
れ
る
と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
感
は
拭
い
去
れ
な
い
で
あ
ろ

 

。
合
同
会
社
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
る
契
約
自
由
の
原
則
を

そ
の
ま
ま
会
社
法
の
規
整
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
自

由
に
制
度
設
計
で
き
ま
す
」
と
い
う
法
制
度
を
作
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
直
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
普
及
す
る
か

は
未
知
数
で
あ 

。

　
米
国
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
従
来
の
「
株
式
会
社
＋
株
主
間
協
定
」

の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
型
が
デ

フ
ォ
ル
ト
化
し
た
こ
と
か
ら
法
的
安
定
性
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
締
役
等
に
よ
る
一
部
株
主
に

対
す
る
抑
圧
的
行
為
の
救
済
や
、
取
締
役
と
株
主
の
間
お
よ
び
株
主
相

互
間
の
信
認
義
務
な
ど
の
、
株
主
間
の
利
害
調
整
に
関
す
る
法
理
の
積

み
重
ね
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
お
け
る

創
業
者
と
出
資
者
の
利
害
調
整
が
機
能
す
る
体
系
が
存
在
し
、
実
際
に

機
能
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
しLLC

 
  

は
ど
こ
ま
で
株

（
　
）
１３８う

（
　
）
１３９る

式
会
社
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
不
安
定
性
が
ま
だ
残
っ
て
い

 

。
　
合
同
会
社
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
基
本
的
規

制
も
存
在
し
な
い
た
め
、
多
数
派
に
よ
る
少
数
派
の
圧
迫
の
可
能
性
が

懸
念
さ
れ
る
。
一
方
、
合
同
会
社
に
お
け
る
意
思
決
定
の
デ
フ
ォ
ル

ト
・
ル
ー
ル
は
全
員
一
致
で
あ
り
（
五
七
五
条
、
六
三
七
条
）、
全
員

が
同
意
し
な
い
限
り
、
基
本
的
な
変
更
は
行
わ
れ
ず
、
社
員
全
員
が
拒

否
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の
利
用
局
面
で
デ

フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
の
ま
ま
合
同
会
社
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
む

し
ろ
稀
で
あ
り
、
拒
否
権
の
与
え
ら
れ
な
い
事
項
が
定
款
に
列
挙
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
機
関
を
分
化
し
て
、
社
員
集
会
や

経
営
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
一
定
数
の
社
員
を
有
す

る
合
同
会
社
で
は
、
定
款
自
治
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
設
計
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

　
合
同
会
社
に
お
い
て
、
機
関
の
創
設
、
権
限
の
分
配
、
意
思
決
定
の

方
法
が
完
全
に
社
員
の
合
意
に
任
さ
れ
て
い
る
か
は
、
持
分
会
社
法
の

解
釈
問
題
と
な 

。
多
数
派
社
員
の
経
営
支
配
を
抑
制
す
る
少
数
派
保

護
の
法
的
規
制
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
少
数
派
社
員
に
と
っ
て
は
、

特
に
自
ら
の
人
的
リ
ソ
ー
ス
に
よ
る
貢
献
が
大
き
い
場
合
に
は
、
退
社

の
威
嚇
が
効
果
的
と
な 

。
そ
こ
で
退
社
の
自
由
を
定
款
で
ど
こ
ま
で

制
限
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
会
社
法
六
〇
六
条
三
項
の
「
や
む
を

得
な
い
事
由
」
に
よ
る
退
社
に
関
し
、
定
款
で
や
む
を
得
な
い
事
由
を

（
　
）
１４０る

（
　
）
１４１る

（
　
）
１４２る

一
六
〇
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限
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
同
条
三
項
は
、
二
項
の
定
款
に
よ
る
退
社

事
由
の
定
め
に
対
す
る
例
外
と
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
趣
旨

は
、
事
実
上
共
同
事
業
を
営
め
な
い
よ
う
な
関
係
破
綻
状
態
に
陥
っ
た

社
員
同
士
を
強
制
的
に
結
び
つ
け
た
ま
ま
と
す
る
こ
と
は
会
社
法
が
認

め
な
い
と
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
会
社
法
が
合
同
会
社
に
大
幅
な

定
款
自
治
を
認
め
て
い
る
の
は
、
社
員
に
退
社
と
い
う
脱
出
口
が
確
保

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
項
は
合
同
会
社
の
定
款
自

由
の
原
則
を
限
定
す
る
強
行
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ 

。

　
こ
の
よ
う
に
会
社
法
は
、
合
同
会
社
の
定
款
自
治
に
対
し
て
最
後
の

砦
と
し
て
の
若
干
の
強
行
規
定
は
設
け
て
い
る
も
の
の
、
も
と
も
と
人

的
関
係
が
比
較
的
強
い
小
規
模
閉
鎖
会
社
向
け
に
設
定
さ
れ
て
い
た
有

限
会
社
が
株
式
会
社
に
収
斂
し
た
会
社
法
下
に
お
い
て
、
新
た
に
設
け

ら
れ
た
合
同
会
社
は
、
む
し
ろ
人
的
関
係
が
な
く
て
も
契
約
で
処
理
す

る
能
力
の
あ
る
利
用
者
向
け
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
い
わ
ば
自
己

責
任
の
企
業
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
ろ 

。

　
条
文
上
平
等
原
則
の
裏
付
け
が
な
い
自
己
責
任
の
性
格
を
持
つ
合
同

会
社
に
お
い
て
は
、
少
数
派
社
員
が
多
数
派
社
員
の
抑
圧
に
晒
さ
れ
た

場
合
の
保
護
の
理
論
的
基
礎
が
問
題
と
な
る
。
本
論
稿
で
は
、
契
約
法

に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
る
「
関
係
的
契
約
論
（Relational

           

Contract
Theory

               
）」
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を

以
下
提
示
す 

。

　
近
年
、
契
約
法
に
お
い
て
は
、
古
典
的
な
契
約
モ
デ
ル
が
取
引
の
現

（
　
）
１４３る

（
　
）
１４４う

（
　
）
１４５る

実
に
適
合
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
の
認
識
に
立
ち
、
社
会
関
係
そ

の
も
の
が
契
約
の
拘
束
力
を
生
み
出
し
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
契
約
上
の

義
務
を
生
み
出
す
と
い
う
「
関
係
的
契
約
」
と
呼
ば
れ
る
契
約
観
が
提

示
さ
れ
て
い 

。
こ
の
契
約
観
で
は
、
現
実
の
契
約
は
、
古
典
的
な
契

約
と
関
係
的
契
約
と
い
う
二
つ
の
極
の
間
で
双
方
の
要
素
を
様
々
な
度

合
い
に
併
せ
持
つ
形
で
存
在
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
契
約
当
事
者

間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
（
は
ず
の
）
規
範
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

規
範
意
識
を
共
有
す
る
集
団
が
「
共
同
体
」
と
称
さ
れ
る
。
そ
し
て
共

同
体
の
相
手
が
共
通
の
規
範
意
識
か
ら
逸
脱
し
た
と
き
に
、
理
解
、
同

意
、
満
足
の
有
無
と
は
別
に
「
納
得
で
き
な
い
」
と
い
う
反
応
が
生
ず

る
。「
納
得
」
は
、
議
論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
主
体
と
の
「
関
係
」

の
中
で
な
さ
れ
る
相
手
の
言
動
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
と
な 

。

　
確
か
に
、
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社
に
お
い
て
少
数
派
が
多
数
派
の

抑
圧
と
感
じ
る
の
は
、
表
面
上
は
定
款
に
従
っ
て
多
数
決
が
な
さ
れ
て

い
て
も
、
い
わ
ば
や
り
方
に
「
納
得
」
が
ゆ
か
な
い
部
分
が
あ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
持
分
会
社
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
意
識
を
共
有
す
る
社
員

に
よ
る
共
同
体
を
、
法
律
に
よ
っ
て
会
社
と
い
う
組
織
（
法
人
）
に
仕

立
て
上
げ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
内
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
関
係
的
契
約
規
範
に
よ
る
契
約
原
理
は
、
生

活
世
界
に
共
有
さ
れ
て
い
る
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
が
紛
争
解
決
に
お
い

て
依
拠
す
べ
き
規
範
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
合
理
性
を
有
し
て

お
り
、
か
つ
、
裁
判
官
の
属
す
る
法
共
同
体
に
よ
っ
て
共
感
可
能
な
も

（
　
）
１４６る

（
　
）
１４７る

一
六
一

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



の
に
限
り
適
用
さ
れ
る
と
い
う
二
重
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
担
保
が
あ

 

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
法
原
理
と
し
て
構
成
さ
れ

た
規
範
は
実
定
法
体
系
の
基
本
原
理
に
抵
触
す
る
こ
と
は
回
避
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
抑
圧
的
で
不
公
正
な
取
引
を
禁
じ
る
独
占
禁
止
法
か
ら

導
か
れ
る
解
釈
論
的
要
請
に
よ
り
、
具
体
的
紛
争
に
臨
む
裁
判
官
は
、

関
係
的
契
約
規
範
の
ほ
か
に
独
占
禁
止
法
の
規
範
を
も
考
慮
し
つ
つ
個

別
事
案
の
解
決
を
図
る
こ
と
に
な 

。

　
合
同
会
社
に
お
け
る
定
款
自
治
の
拡
大
か
ら
生
じ
る
少
数
派
社
員
保

護
の
問
題
は
、
関
係
的
契
約
論
が
カ
バ
ー
す
る
問
題
領
域
に
含
ま
れ
る

と
考
え
る
。
少
数
派
保
護
の
主
た
る
局
面
は
、
一
方
当
事
者
に
選
択
の

余
地
が
乏
し
く
不
公
正
な
契
約
が
締
結
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
場
合
や
、

情
報
・
専
門
的
知
識
の
偏
在
の
ゆ
え
に
合
理
的
選
択
が
な
さ
れ
な
い
可

能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
起
業
家
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に

よ
る
合
同
会
社
設
立
時
に
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
側
が
優
越

的
な
立
場
に
立
つ
場
合
が
多
く
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
作
成

し
た
ひ
な
型
が
十
分
な
交
渉
な
く
そ
の
ま
ま
定
款
と
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
設
立
後
に
合
同
会
社
と
取
引
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を

期
待
す
る
会
社
が
、
関
係
構
築
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
、
少
数
派

社
員
と
な
り
、
す
で
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
主
導
で
作
成
さ
れ

た
定
款
を
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
持
つ
会
社
当
事
者
が
定
款
を
作
成
し
、
附
合
契
約
的

に
合
意
が
取
り
付
け
ら
れ
、
さ
ら
に
は
承
継
人
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く

（
　
）
１４８る

（
　
）
１４９る

と
い
う
点
で
、
約
款
と
定
款
の
間
に
連
続
性
が
見
ら
れ 

。
約
款
取
引

の
惹
起
す
る
問
題
の
解
決
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
関
係
的
契
約
論
は
、

定
款
自
治
の
限
界
の
解
釈
に
も
適
用
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
合
同
会
社
の
業
務
執
行
社
員
の
義
務
違
反
の
免
責
に
つ
い

て
、
関
係
的
契
約
論
の
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
。
合
同
会
社
の
業
務

執
行
社
員
は
、
会
社
に
対
し
て
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
を
負

い
（
会
社
法
五
九
三
条
一
項
、
二
項
）、
ま
た
、
会
社
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
民
法
の
委
任
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る
（
同
条
四
項
）。

し
た
が
っ
て
、
業
務
執
行
社
員
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
し
て
会
社

に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
業

務
執
行
社
員
の
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
減
免
に
つ
い
て
は
、

会
社
法
に
規
定
が
な
い
の
で
、
原
則
と
し
て
定
款
自
治
に
委
ね
ら
れ
て

お
り
（
五
七
七
条
）、
減
免
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
包
括
的
な

免
責
も
定
款
で
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
で
あ 

。
二
社
に
よ
る
合

弁
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
前
の
包
括
的
免
責
は
、
取
締
役

が
株
主
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
派
遣
さ
れ
出
身
母
体
の
利
益
代
表
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
現
実
と
、
取
締
役
が
合
弁
会
社
に
対
し
て
善
管
注
意
義
務
・

忠
実
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
法
律
構
成
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
消
す
る

効
果
を
有
す 

。
合
弁
会
社
で
は
、
互
い
に
相
手
方
出
身
の
取
締
役
の

責
任
を
追
及
し
あ
う
と
い
う
諍
い
が
起
り
得
る
が
、
定
款
で
事
前
に
包

括
的
免
責
を
定
め
る
こ
と
で
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

あ
る
。

（
　
）
１５０る

（
　
）
１５１る

（
　
）
１５２る
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し
か
し
、
起
業
家
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
お
よ
び
そ
の
他

の
少
数
社
員
か
ら
な
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
型
合
同
会
社
を
考
え
る
と
、

例
え
ば
、
業
務
執
行
社
員
が
起
業
家
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の

二
名
で
、
そ
の
う
ち
起
業
家
は
免
責
規
定
が
な
く
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
は
包
括
的
に
免
責
さ
れ
る
と
い
う
定
款
が
設
け
ら
れ
て
い

る
場
合
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
こ
の
よ
う
な
定
款

は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
よ
っ
て
起
案
さ
れ
、
起
業
家
お
よ

び
そ
の
他
の
少
数
社
員
と
の
間
で
交
渉
も
な
く
ひ
な
型
の
ま
ま
定
款
作

成
の
処
理
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
起
こ
り
得
る
。
そ
の
意
味
で
企

業
と
消
費
者
の
間
の
約
款
取
引
に
類
し
た
様
相
を
呈
す
る
。
消
費
者
取

引
に
限
ら
ず
、
自
己
責
任
が
当
て
は
ま
る
事
業
者
間
取
引
に
お
い
て

も
、
約
款
取
引
は
交
渉
力
の
不
均
衡
と
約
款
の
隠
蔽
効
果
の
視
点
か
ら

そ
の
内
容
が
規
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
お 

、

こ
の
こ
と
は
、
合
同
会
社
の
社
員
間
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
起
業
家
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
業
務
執
行
社
員
に
就
く

こ
と
に
関
し
て
、
経
営
に
参
与
で
き
な
い
他
の
社
員
が
ど
の
よ
う
な
期

待
を
抱
い
て
い
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
機
関
構
成
を
採

用
し
た
社
員
が
共
有
す
る
規
範
意
識
が
探
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
定
款
変
更
（
六
三
七
条
）、
持
分
の
譲
渡
（
五
八
五
条
一
項
）、
株

式
会
社
へ
の
組
織
変
更
（
七
八
一
条
一
項
）
等
が
、
原
則
と
し
て
総
社

員
の
同
意
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
合
同
会
社
の
社
員
が
共
有
す

る
規
範
意
識
が
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

（
　
）
１５３り

る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い 

。

　
以
上
が
、
社
員
間
の
合
意
の
観
点
か
ら
の
定
款
自
治
の
限
界
で
あ
る

が
、
合
同
会
社
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
持
分
会
社
法
に
内
在
す
る
原
理
に

基
づ
く
制
約
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ 

。
例
え
ば
、
持
分
会
社
は
社

員
た
る
地
位
と
業
務
執
行
機
関
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
、
持
分
会
社

の
社
員
間
に
お
け
る
人
的
結
合
を
法
的
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
業

務
執
行
社
員
が
定
款
で
専
属
的
に
賦
与
さ
れ
た
権
限
を
他
の
機
関
に
包

括
的
に
委
譲
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
な 

。
機
関
設
計
が
自

由
で
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
法
は
、
会
社
が
組
織
と
し
て
維
持
さ
れ
る

こ
と
を
強
行
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

定
款
に
よ
る
機
関
設
計
の
自
治
は
全
く
無
制
約
で
は
な 

。
こ
の
こ
と

は
、
有
限
責
任
事
業
組
合
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
有
限
責
任
事
業
組

合
に
お
い
て
組
合
員
全
員
が
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
業
務
執
行
に
関
わ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ

 

。
　
会
社
法
の
施
行
に
よ
り
、
株
式
会
社
の
株
主
に
と
っ
て
は
大
幅
に
選

択
の
余
地
が
拡
大
し
た
が
、
株
式
会
社
と
異
な
る
会
社
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

し
て
合
同
会
社
が
並
存
し
、
合
同
会
社
に
は
社
員
に
よ
る
全
般
的
な
選

択
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
株
式
会
社
に
は
株
主
平
等
原

則
が
明
定
さ
れ
従
来
か
ら
少
数
株
主
保
護
の
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て

き
た
考
え
方
に
実
定
法
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
。
株
式
会
社
と
持
分
会

社
の
間
に
平
等
原
則
の
有
無
と
い
う
境
界
線
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
応

（
　
）
１５４か

（
　
）
１５５る

（
　
）
１５６い

（
　
）
１５７い

（
　
）
１５８う

一
六
三

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



じ
て
、
定
款
自
治
の
制
約
原
理
も
会
社
区
分
に
応
じ
た
も
の
と
し
て
整

理
さ
れ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
小
規
模
閉
鎖
会

社
に
お
け
る
少
数
派
株
主
保
護
の
た
め
に
提
示
さ
れ
て
き
た
誠
実
義
務

論
、
信
認
義
務
論
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
弱
点
ゆ
え

に
、
そ
れ
が
裁
判
例
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
定
着
し
て
こ

な
か
っ 

。

　
前
項
で
は
、
株
主
平
等
原
則
が
株
式
会
社
に
お
け
る
定
款
自
治
の
制

約
原
理
と
し
て
従
来
の
少
数
株
主
保
護
論
の
範
囲
を
カ
バ
ー
す
る
機
能

を
有
し
、
さ
ら
に
会
社
法
の
条
文
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、

大
規
模
な
株
式
公
開
会
社
と
小
規
模
な
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
会
社
で
そ

れ
ぞ
れ
の
課
題
に
応
じ
て
少
数
株
主
保
護
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

る
実
務
適
用
性
の
高
い
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し 

。
一
方
、
合
同
会

社
に
つ
い
て
は
、
出
資
者
の
自
己
責
任
に
よ
る
組
織
と
の
位
置
づ
け
を

重
視
し
、
契
約
法
理
に
照
ら
し
て
自
治
の
限
界
が
判
断
さ
れ
る
。
そ
の

契
約
法
理
は
、「
見
ず
知
ら
ず
の
当
事
者
が
出
会
っ
て
交
渉
し
、
契
約

条
件
を
全
部
つ
め
て
契
約
を
締
結
す
る
、
後
は
当
初
の
合
意
で
決
め
た

契
約
条
件
だ
け
に
拘
束
さ
れ 

」
と
い
う
古
典
的
な
契
約
自
由
の
原
則

で
は
な
く
、
関
係
的
契
約
モ
デ
ル
が
無
制
約
な
自
治
か
ら
生
じ
る
問
題

に
対
処
で
き
る
規
範
理
論
と
な
り
得
る
。

　
今
後
の
課
題
は
、
関
係
的
契
約
法
理
を
い
か
な
る
形
で
裁
判
規
範
に

落
と
し
込
む
か
で
あ 

。
学
説
の
レ
ベ
ル
で
は
議
論
の
蓄
積
の
あ
る
多

数
決
濫
用
論
に
し
て
も
、
裁
判
規
範
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
未
だ
定
着
し
て

（
　
）
１５９た

（
　
）
１６０た

（
　
）
１６１る

（
　
）
１６２る

お
ら 

、
そ
の
面
で
は
関
係
的
契
約
法
理
の
裁
判
規
範
を
探
求
す
る
指

標
に
は
な
っ
て
い
な 

。
一
方
、
一
般
契
約
法
の
分
野
で
は
、
規
制
の

増
大
や
契
約
義
務
の
拡
大
現
象
に
よ
っ
て
関
係
的
契
約
法
理
を
実
質
的

に
取
り
込
ん
で
き
て
お
り
、
合
同
会
社
と
い
う
新
た
な
会
社
類
型
に

よ
っ
て
「
強
行
法
規
の
束
」
か
ら
古
典
的
意
思
自
治
の
世
界
に
立
ち
戻

る
か
に
見
え
る
会
社
法
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
呈
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
を
ブ
リ
ッ
ジ
す
る
関
係
的
契
約
法
理
が
、

会
社
法
に
お
い
て
株
主
平
等
原
則
と
し
て
裁
判
規
範
化
し
た
と
捉
え
れ

ば
、
合
同
会
社
お
い
て
も
株
主
平
等
原
則
の
「
思
想
」
は
適
用
さ
れ
て

然
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
当
事
者
自
治
を
尊
重
す
る
合
同
会
社
に
お

い
て
は
、
一
般
契
約
法
理
に
よ
り
近
い
扱
い
と
し
、
株
式
会
社
に
適
用

さ
れ
る
株
主
平
等
原
則
の
立
証
負
担
転
換
機
能
は
働
か
な
い
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
個
別
具
体
事
案
レ
ベ
ル
で
の
射
程
範
囲
を
明
ら

か
に
す
る
検
証
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

第
三
章
　
結
　
言

　
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
は
創
業
後
間
も
な
い
段
階
か
ら
所
有
と
経
営
の
分

離
が
始
ま
る
点
で
従
来
型
の
小
規
模
閉
鎖
会
社
と
会
社
の
支
配
運
営
に

対
す
る
ニ
ー
ズ
が
異
な
る
。
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ス
ト
は
、
契

約
の
自
由
原
則
を
最
大
限
に
駆
使
し
て
、
資
本
多
数
決
に
基
づ
く
会
社

法
理
一
般
を
閉
鎖
会
社
に
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
場
合
に
生
じ
る
不
具
合

あ
る
い
は
不
公
平
を
株
主
間
契
約
で
解
決
で
き
る
こ
と
を
実
務
的
に
示

（
　
）
１６３ず

（
　
）
１６４い

一
六
四

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
実
務
を
後
押
し
し
た
の
が
、
会
社
を

「
契
約
の
連
鎖
（nexus

of
contracts

                  
）」
と
捉
え
て
、「
契
約
自
由
が

関
係
者
の
富
の
最
大
化
を
も
た
ら
す
」
と
す
る
、
法
と
経
済
学
に
刺
激

さ
れ
た
学
説
の
展
開
で
あ
っ
た
。

　
わ
が
国
で
も
、「
組
織
法
＝
強
行
法
規
」「
行
為
法
＝
任
意
法
規
」
と

い
う
二
分
論
を
脱
し
、
強
行
法
規
が
存
在
す
る
背
後
に
は
、
第
三
者
と

の
利
害
調
整
、
再
交
渉
の
防
止
、
合
意
形
成
上
の
疑
義
の
推
定
な
ど
の

多
様
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
会
社
法
は
、
非
公
開
（
閉
鎖
）
会
社
法
制
を
包
括
的
に
見
直
し
、
有

限
会
社
と
閉
鎖
型
の
タ
イ
プ
の
株
式
会
社
の
規
律
を
一
体
化
し
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
大
企
業
同
士
の
合
弁
会
社
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
、
同

族
企
業
を
含
む
多
様
な
実
態
を
持
つ
会
社
群
が
一
つ
の
区
分
に
入
れ
込

ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
米
国
に
お
け
る
株
主
の
信
認
義
務
の
よ
う
な

株
主
間
の
利
害
調
整
理
論
を
持
た
な
い
わ
が
国
は
、
こ
の
点
の
議
論
を

深
め
な
い
ま
ま
、
大
き
く
定
款
自
治
の
世
界
に
踏
み
出
し
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
会
社
法
が
利
用
者
に
対
し
て
自
ら
設
計
す
る
こ
と
を
求
め

る
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
真
に
使
い
や
す
く
か
つ
公
平
な
会
社
法
制
が

実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
定
款
自
治
の
範
囲
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
は
、
出
資
者
・
起
業
家
双
方
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
極
大
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
社
法
規
定
と
異
な
っ

た
ア
レ
ン
ジ
を
選
択
す
る
。
持
株
数
と
比
例
し
な
い
議
決
権
の
配
分

や
、
少
数
株
主
の
拒
否
権
、
株
主
権
の
内
容
な
ど
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

出
資
契
約
に
規
定
さ
れ
る
項
目
の
う
ち
か
な
り
の
も
の
は
法
改
正
に
よ

り
定
款
で
同
じ
効
果
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
会
社
法

の
規
定
に
違
反
し
な
い
定
款
規
定
の
効
力
が
明
文
で
認
め
ら
れ
た
。

　
本
論
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
定
款
自
治
に
関
し
、

株
主
間
の
信
認
義
務
が
認
知
さ
れ
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
株

主
平
等
原
則
が
そ
の
限
界
を
画
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

す
な
わ
ち
、
公
開
大
企
業
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
、
同
族
経
営
に
よ
る
閉

鎖
型
の
タ
イ
プ
の
小
規
模
会
社
を
問
わ
ず
、
株
式
会
社
と
い
う
同
じ
舞

台
で
発
生
す
る
支
配
株
主
と
少
数
株
主
の
対
立
を
解
決
す
る
基
本
原
理

と
し
て
、
実
定
法
に
初
め
て
登
場
し
た
株
主
平
等
原
則
が
、
立
証
負
担

転
換
機
能
を
纏
っ
た
関
係
的
契
約
法
理
の
株
式
会
社
向
け
裁
判
規
範
と

し
て
株
式
会
社
の
定
款
自
治
の
限
界
を
画
し
、
株
主
間
の
利
害
調
整
を

果
た
す
。
そ
し
て
、
か
か
る
観
点
か
ら
合
同
会
社
に
つ
い
て
は
、
株
主

平
等
原
則
が
適
用
さ
れ
ず
立
証
負
担
転
換
機
能
が
働
か
な
い
点
に
お
い

て
株
式
会
社
と
区
別
さ
れ
、
契
約
に
よ
る
自
己
責
任
の
会
社
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

注（
　
） 

鈴
木
・
前
掲
注
（
　
）『
新
版
会
社
法
』
八
八
頁
、
大
隅
＝
今
井
『
会
社
法
論

７９

１０

上
巻
〔
第
三
版
〕』
三
三
五
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
一
年
）、
森
本
滋
『
会
社
法

〔
第
二
版
〕』
一
一
八
頁
（
有
信
堂
高
文
社
・
一
九
九
五
年
）、『
新
注
会
（
三
）』

一
六
五

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



一
二
頁
〔
前
田
庸
〕（
有
斐
閣
・
一
九
八
六
年
）。

（
　
） 

鈴
木
竹
雄
「
株
主
平
等
の
原
則
」『
商
法
研
究
Ⅱ
』
二
三
八
頁
（
有
斐
閣
・
一

８０
九
七
一
年
）。

（
　
） 

龍
田
・
前
掲
注
（
　
）
一
九
四
頁
。

８１

１１

（
　
） 

鈴
木
・
前
掲
注
（
　
）『
新
版
会
社
法
』
八
八
頁
、
大
隅
＝
今
井
・
前
掲
注

８２

１０

（
　
）
三
三
五
頁
、
森
本
・
前
掲
注
（
　
）
一
一
八
頁
、『
新
注
会
（
三
）』
一
二

７９

７９

頁
〔
前
田
庸
〕。

　
　
　
裁
判
例
と
し
て
は
、
会
社
が
一
般
株
主
に
は
無
配
と
し
て
お
き
な
が
ら
特
定

の
株
主
に
対
し
て
配
当
に
代
え
て
金
員
を
贈
与
し
た
事
案
に
お
い
て
、
ス
ト

レ
ー
ト
に
株
主
平
等
原
則
違
反
を
理
由
に
当
該
贈
与
を
無
効
と
し
た
も
の
が
あ

る
（
大
阪
高
判
昭
和
四
五
・
一
・
二
七
判
タ
二
四
六
号
二
二
七
頁
、
同
判
決
の
上

告
審
判
決
と
し
て
、
最
判
昭
和
四
五
・
一
一
・
二
四
民
集
二
四
巻
一
二
号
一
九
六

三
頁
・
判
時
六
一
六
号
九
七
頁
・
判
タ
二
五
六
号
一
二
七
頁
）。
会
社
法
判
例
百
選

一
二
事
件
二
八
頁
〔
関
俊
彦
〕
参
照
。

（
　
） 

上
村
達
男
「
株
主
平
等
原
則
」
竹
内
編
『
特
別
講
義
商
法
Ⅰ
』
前
掲
注
（
６
）

８３
一
六
頁
。

（
　
） 

多
数
派
株
主
に
よ
る
少
数
派
株
主
の
圧
迫
に
対
す
る
司
法
に
よ
る
事
後
的
救

８４
済
に
つ
い
て
は
、
米
国
で
は
わ
が
国
に
比
し
て
信
頼
と
蓄
積
が
あ
る
。
特
に
、

当
該
紛
争
の
具
体
的
事
情
の
下
で
株
主
総
会
の
決
議
に
瑕
疵
を
認
め
る
動
的
規

整
に
つ
い
て
彼
我
の
差
は
大
き
い
。
神
田
秀
樹
「
資
本
多
数
決
と
株
主
間
の
利

害
調
整
（
一
）」
法
協
雑
誌
九
八
巻
六
号
三
頁
、
三
二

－

四
九
頁
（
一
九
八
一

年
）、
同
「
資
本
多
数
決
と
株
主
間
の
利
害
調
整
（
五
・
完
）」
法
協
雑
誌
九
九
巻

二
号
八
〇－

九
九
頁
、
一
四
六
頁
（
一
九
八
二
年
）。
神
田
論
文
は
、「
資
本
多

数
決
と
株
主
間
の
利
害
調
整
（
一
）
～
（
五
・
完
）」
法
協
雑
誌
九
八
巻
六
号
一

頁
、
八
号
五
二
頁
、
一
〇
号
六
二
頁
、
一
二
号
四
九
頁
（
一
九
八
一
年
）、
九
九

巻
二
号
七
九
頁
（
一
九
八
二
年
）
か
ら
成
る
。
以
下
、
神
田
「
資
本
多
数
決

（
一
）
～
（
五
）」
と
省
略
。

　
　
　
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
に
お
け
る
最
近
の
司
法
に
よ
る
事
後
的
救
済
の
状
況
を
分
析

す
る
も
の
と
し
て
、
玉
井
利
幸
「
会
社
法
の
自
由
化
と
事
後
的
な
制
約
―
デ
ラ

ウ
エ
ア
会
社
法
を
中
心
に
―
（
二
）（
三
・
完
）」
一
橋
法
学
三
巻
三
号
三
二
四
頁

以
下
（
二
〇
〇
四
年
）、
四
巻
一
号
一
二
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

　
　
　
動
的
規
整
の
利
用
状
況
に
差
異
が
あ
る
背
景
と
し
て
、
国
民
性
や
司
法
へ
の

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
な
ど
種
々
の
社
会
的
・
制
度
的
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
本
論

稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
、
稲
葉
・
前
掲
注
（
　
）
一
九
〇

－

一
九
三
頁

３２

は
、
日
米
の
差
を
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
制
度
的
原
因
ゆ
え
に
、
定
款
自
治

な
ど
の
規
制
緩
和
に
警
戒
す
る
。
近
藤
光
男
「
会
社
法
と
日
本
型
資
本
主
義
」

宮
本
又
郎
ほ
か
『
日
本
型
資
本
主
義
』
一
五
九
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
年
）

も
、
定
款
自
治
の
拡
大
に
賛
同
し
つ
つ
、
事
後
規
制
の
厳
格
化
を
図
る
こ
と
を

注
意
喚
起
し
て
い
た
。

（
　
） 

上
村
・
前
掲
注
（
　
）
二
〇
頁
。
神
田
「
資
本
多
数
決
（
三
）」
六
七
頁
は
、

８５

８３

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
株
主
平
等
原
則
は
あ
ま
り
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
も
の

の
、
株
主
平
等
原
則
違
反
を
主
張
す
る
者
は
取
扱
い
の
不
平
等
と
い
う
事
実
を

立
証
し
さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
す
る
事
由
は
相
手
方
が
立

証
す
べ
き
で
あ
る
点
で
意
義
が
あ
る
と
再
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
ま
た
、Robert

B.
Thom

pson,
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が
、
定
款
自
治
を
利
用
す

る
者
に
対
し
て
は
、
価
格
ま
た
は
そ
の
他
の
私
的
交
渉
に
よ
っ
て
事
前
に
濫
用

の
リ
ス
ク
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
機
会
を
与
え
、
そ
の

よ
う
な
証
明
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
会
社
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

者
の
行
動
を
規
制
す
る
法
的
ル
ー
ル
は
合
意
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
と
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
定
款
自
治
の
限
界
に
関
す
る
立

証
負
担
の
転
換
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
六
六

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



（
　
） 

立
法
担
当
官
に
よ
る
解
説
と
し
て
、
相
澤
哲
編
著
『
一
問
一
答 
新
・
会
社
法
』

８６
五
八

－

六
一
頁
（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
　
） 

鈴
木
・
前
掲
注
（
　
）『
新
版
会
社
法
』
八
八
頁
。

８７

１０

（
　
） 

前
田
庸
『
会
社
法
入
門
〔
第
一
一
版
〕』
八
七
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）。

８８
従
来
の
通
説
的
見
解
で
は
、
こ
の
点
が
株
主
平
等
原
則
の
第
二
の
意
味
で
あ
る

と
さ
れ
て
き
た
（
鈴
木
・
前
掲
注
（
　
）『
新
版
会
社
法
』
八
九
頁
）。

１０

（
　
） 

神
田
・
前
掲
注
（
　
）
六
三
頁
。
ま
た
、
一
〇
九
条
一
項
の
規
定
は
「
同
条
二

８９

３７

項
の
規
定
を
置
く
関
係
上
、
株
主
平
等
原
則
を
掲
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

と
の
法
制
的
な
指
摘
を
受
け
て
設
け
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
の
立
法
担
当
官

の
説
明
が
あ
る
（
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
「
座
談
会
／
『
会
社
法
』
制
定
ま
で
の
経

緯
と
新
会
社
法
の
読
み
方
」
商
事
法
務
一
七
三
九
号
一
三
頁
〔
相
澤
発
言
〕（
二

〇
〇
五
年
））。
な
お
、
株
主
平
等
原
則
が
正
義
・
衡
平
と
い
う
高
次
の
理
念
に
基

づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
条
文
は
、
立
法
技
術
的
に
は
取
得
請
求
権
付
株
式
・

取
得
条
件
付
株
式
や
種
類
株
式
に
係
る
定
め
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

（
　
） 

長
島
・
大
野
・
常
松
法
律
事
務
所
編
『
ア
ド
バ
ン
ス
会
社
法
〔
第
二
版
〕』
一
三

９０
〇
頁
（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
六
年
）
は
、
改
正
前
商
法
に
お
い
て
理
念
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
株
主
平
等
原
則
と
会
社
法
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
た
株
主
平
等

原
則
と
の
間
に
何
ら
か
の
法
的
違
い
を
見
出
そ
う
と
す
る
考
え
方
の
可
能
性
を

示
唆
す
る
。
菅
原
貴
与
志
『
新
し
い
会
社
法
の
知
識
』
四
〇

－

四
一
頁
（
商
事

法
務
・
二
〇
〇
五
年
）
も
会
社
法
下
で
株
主
平
等
原
則
の
果
た
す
機
能
を
強
調
す

る
。

　
　
　
な
お
、
新
山
雄
三
「
規
制
緩
和
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
行
方
」
森

淳
二
郎
＝
上
村
達
男
編
『
会
社
法
に
お
け
る
主
要
論
点
の
評
価
』
八
頁
（
中
央

経
済
社
・
二
〇
〇
六
年
）
は
、
会
社
法
一
〇
九
条
が
、
株
主
平
等
原
則
が
持
つ
法

制
度
的
意
味
や
機
能
を
十
分
に
理
解
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
に
つ
い

て
懸
念
を
示
す
。

（
　
） 

上
村
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
頁
。

９１

８３

（
　
） 

無
料
入
場
券
や
無
料
乗
車
券
な
ど
は
換
金
性
が
高
く
、
そ
の
意
味
で
現
物
配

９２
当
に
近
い
経
済
的
性
格
を
有
す
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
（
森
本
・
前
掲
注
（
　
）
７９

一
二
〇
頁
注
（
二
）、
弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
会
社
法
〔
第
九
版
〕』

三
七
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）。
弥
永
教
授
は
、
平
等
性
を
垂
直
的
平
等
と

水
平
的
平
等
に
分
け
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
厳
密
な
比
例
は
要
し
な
い
が
、
逆

転
は
生
じ
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
平
等
的
取
扱
い
が
強

く
要
請
さ
れ
る
と
す
る
。

（
　
） 

上
村
・
前
掲
注
（
　
）
二
一

－

二
四
頁

９３

８３

（
　
）Victor

Brudney,
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（
　
） 

宍
戸
善
一
ほ
か
「
定
款
自
治
の
範
囲
に
関
す
る
一
考
察
」
商
事
法
務
一
六
七

９５
五
号
五
八
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
　
） 

龍
田
節
「
自
己
株
式
の
取
得
と
株
主
の
平
等
」
法
学
論
叢
一
三
四
巻
五
・
六
号

９６
二
六
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
　
） 

志
谷
匡
史
「
新
会
社
法
と
株
主
平
等
原
則
」
企
業
会
計
五
七
巻
六
号
八
七
頁

９７
注
（
一
六
）（
二
〇
〇
五
年
）。

（
　
） 

志
谷
・
前
掲
注
（
　
）
八
三
頁
。

９８

９７

（
　
） 

弥
永
・
前
掲
注
（
　
）
七
頁
。

９９

９２

（
　
） 

本
節
１
（
２
）（
ⅰ
）
参
照
。
利
益
配
当
請
求
権
は
従
来
株
主
の
固
有
権
で
あ

１００
り
、
合
理
的
な
範
囲
ま
た
は
期
限
を
超
え
た
剥
奪
・
制
限
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ

れ
、
企
業
経
営
の
た
め
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
明
ら
か
に
超
え

る
配
当
制
限
は
、
抽
象
的
な
利
益
配
当
請
求
権
自
体
の
侵
害
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
（
鈴
木
竹
雄
＝
竹
内
昭
夫
『
会
社
法
〔
第
三
版
〕』
三
七
二
頁
（
有
斐

閣
・
一
九
九
四
年
））。

一
六
七

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



（
　
） 

上
村
・
前
掲
注
（
　
）
二
二
頁
。

１０１

８３

（
　
） 

龍
田
節
「
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
な
い
し
多
数
決
の
濫
用
」
末
川
先
生

１０２
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
末
川
先
生
古
稀
記
念 
権
利
の
濫
用
中
』
一

四
六
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
六
二
年
）。

　
　
　
ま
た
、R.R.

D
rury,
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が
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
の
も
、
考
え
方
の
基
礎
は
龍
田
教
授
と
共
通
と
思
わ
れ
る
。「（
イ
ギ
リ

ス
の
会
社
に
お
い
て
）
定
款
に
よ
り
社
員
に
与
え
ら
れ
た
権
利
は
、
必
ず
し
も

絶
対
的
な
権
利
で
は
な
い
。
そ
の
権
利
は
、
個
々
の
権
利
に
分
離
し
て
存
在
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
社
員
が
享
受
す
る
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み

見
て
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。」（at224.

       
）

（
　
） 

森
本
滋
「
株
主
平
等
原
則
と
株
式
社
員
権
論
」
商
事
法
務
一
四
〇
一
号
五
頁

１０３
（
一
九
九
五
年
）
は
、
過
大
な
内
部
留
保
に
よ
り
利
益
配
当
が
な
さ
れ
な
い
と
き

平
等
原
則
は
機
能
し
な
い
た
め
、
平
等
原
理
を
越
え
た
実
質
的
な
株
主
の
財
産

権
の
保
護
法
理
を
検
討
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
本
論
稿
は
、
龍
田
教
授

の
示
し
た
基
準
に
よ
り
、
会
社
法
下
に
お
い
て
は
株
主
平
等
原
則
が
森
本
教
授

の
言
う
実
質
的
な
株
主
の
財
産
権
の
保
護
法
理
に
ま
で
昇
華
し
た
と
捉
え
る
。

（
　
） 

大
杉
教
授
が
、
株
式
会
社
に
関
す
る
会
社
法
規
定
は
、
全
体
と
し
て
、
総
会

１０４
権
限
や
株
主
権
を
拡
大
す
る
（
株
主
が
権
利
を
行
使
し
や
す
く
す
る
）
方
向
の

定
款
規
定
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
詳
細
に
定
め
て
お
り
（
例
え
ば
、
二
九
五
条

二
項
、
三
〇
三
条
二
項
）、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
定
款
規
定
は
法
に
定
め
が
無

く
と
も
原
則
と
し
て
有
効
だ
が
、
反
対
方
向
で
の
定
款
規
定
は
法
規
定
が
無
け

れ
ば
原
則
と
し
て
無
効
と
解
さ
れ
る
片
面
性
が
あ
る
と
す
る
の
も
、
考
え
方
の

基
礎
は
同
じ
で
あ
ろ
う
（
大
杉
・
前
掲
注
（
　
）
三
三
頁
）。

４７

（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
一
二
五
頁
。

１０５

３５

（
　
） 

い
ず
れ
か
の
株
主
が
所
有
す
る
株
式
を
第
三
者
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き

１０６

に
、
他
の
株
主
が
そ
の
株
式
譲
渡
に
参
加
で
き
る
権
利
。
他
の
株
主
が
一
緒
に

株
式
を
売
却
で
き
る
権
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
、Co-Sale

Right

 
            
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
　
） 

あ
る
株
主
が
自
己
の
株
式
を
売
却
す
る
際
に
、
他
の
株
主
に
も
参
加
さ
せ
て
一
緒

１０７
に
売
却
す
る
こ
と
を
要
求
で
き
る
権
利
。
但
し
、
少
数
株
主
の
抑
圧
に
利
用
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
り
、
有
効
性
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（J  O

SEPH

 
     

W
.

 
  B  

A
RTLET

 
     T  ,E    

Q
U
ITY

 
 
   

F   

IN
A
N
CE

  
 
 
  :V    

EN
TU
RE

  
  
  

C   

A
PITA

L

 
     ,B    

U
Y
O
U
TS

 
 
 
 
  ,R    

ESTRU
CTU
RIN
G

     
   
   
 

S   

A
N

 
 

D  

R   

EO
RG
A
N
IZATIO

N

  
  
 
 
   
   
 

S  

V   

O
LS

 
  .1-3,§

10.15
(2nd

ed.1995)

                             
）。

（
　
） 

白
鳥
公
子
「
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
会
社
内
部
紛
争
回
避
・
解
決
策
～
株

１０８
主
間
関
係
か
ら
の
考
察
」
横
浜
国
際
経
済
法
学
一
三
巻
一
号
七
九
頁
（
二
〇
〇

四
年
）
が
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
内
部
紛
争
の
解
決
策
と
し
て
、
少
数
派
株
主

の
離
脱
と
株
式
買
取
り
を
通
じ
た
金
銭
的
補
償
に
よ
り
、
裁
判
前
の
解
決
が
促

進
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
本
論
稿
の
主
旨
を
支
持
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。See

also
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                     .  

（
　
） 

神
田
教
授
は
、
株
式
買
取
請
求
権
を
、
固
定
的
規
整
（
例
え
ば
、
特
別
利
害

１０９
関
係
人
の
議
決
権
排
除
）、
動
的
規
整
と
並
ぶ
第
三
の
規
整
と
位
置
づ
け
る
（
神

田
「
資
本
多
数
決
（
一
）」
三
頁
）。
米
国
の
株
式
買
取
請
求
権
の
発
展
経
緯
に

つ
い
て
は
、「
資
本
多
数
決
（
五
）」
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
　
） 

木
俣
由
美
「
株
式
買
取
請
求
権
の
現
代
的
意
義
と
少
数
派
株
主
の
保
護

１１０
（
一
）」
法
学
論
叢
一
四
一
巻
四
号
三
一
頁
（
一
九
九
七
年
）。
そ
の
他
、
株
式
買

取
請
求
権
の
少
数
派
株
主
保
護
機
能
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
浜
田
・
前
掲
注

（
　
）「
株
主
の
無
条
件
株
式
買
取
請
求
権
」、
山
本
真
知
子
「
閉
鎖
会
社
に
お
け

１２る
株
主
の
株
式
買
取
請
求
権
」
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
三

頁
（
一
九
九
七
年
）。

（
　
） 

木
俣
・
前
掲
注
（
　
）
三
二
頁
。

１１１

１１０

一
六
八

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



（
　
） 

木
俣
・
前
掲
注
（
　
）
三
五
頁
。

１１２

１１０

（
　
） 

長
浜
洋
一
「
支
配
株
式
譲
渡
人
の
責
任
」
早
稲
田
法
学
四
四
巻
一
・
二
号
九
四－
１１３

九
五
頁
（
一
九
六
九
年
）、
同
「
支
配
的
株
主
の
取
引
と
少
数
株
主
の
保
護 

― 「
支
配
」
と
株
主
平
等
の
原
則
―
」
私
法
三
一
巻
一
三
九
頁
（
一
九
六
九
年
）

は
、
株
式
の
売
却
に
お
け
る
機
会
均
等
を
、
株
主
平
等
原
則
の
内
容
で
は
な
い

と
し
つ
つ
も
民
法
七
〇
九
条
の
保
護
法
益
と
し
て
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
株
式
売
却
の
機
会
均
等
（Exit

    
権
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
定
款
規
定
が
株
主

平
等
原
則
違
反
で
な
い
と
の
主
張
を
裏
付
け
よ
う
。

（
　
） 

旧
有
限
会
社
法
三
九
条
一
項
但
書
。

１１４
（
　
） 

江
頭
・
前
掲
注
（
　
）
一
三
四
頁
、
一
四
七
頁
。

１１５

３５

（
　
） 

神
田
・
前
掲
注
（
　
）
七
五
頁
。

１１６

３７

（
　
） 

川
島
・
前
掲
注
（
　
）
一
一
六
頁
。

１１７

６５

（
　
） 
『
新
注
会
（
一
四
）』
三
七
六
頁
〔
実
方
謙
二
〕（
一
九
九
〇
年
）。

１１８
（
　
） 
『
新
注
会
（
一
四
）』
三
〇
七
頁
〔
菱
田
政
宏
〕。
複
数
議
決
権
が
認
め
ら
れ
る

１１９
と
し
て
も
、
当
該
社
員
に
帰
属
す
る
属
人
的
な
権
利
で
あ
っ
て
、
持
分
そ
の
も

の
が
多
数
議
決
権
を
帯
有
し
た
多
数
議
決
権
持
分
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
　
） 
『
新
注
会
（
一
四
）』
三
四
三
頁
〔
龍
田
節
〕。

１２０
（
　
） 

川
島
・
前
掲
注
（
　
）
一
一
九
頁
。

１２１

１１７

（
　
） 
『
新
注
会
（
一
四
）』
五
五
四
頁
〔
中
西
正
明
〕。

１２２
（
　
） 

川
島
・
前
掲
注
（
　
）
一
二
一
頁
。

１２３

１１７

（
　
） 

川
島
・
前
掲
注
（
　
）
一
一
九
頁
。

１２４

１１７

（
　
） 

前
田
・
前
掲
注
（
６
）
一
五
五
頁
。
例
え
ば
、
公
開
会
社
で
な
い
会
社
の
属
人

１２５
的
種
類
株
主
は
会
社
の
経
営
を
担
う
ケ
ー
ス
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

ゆ
え
に
一
般
株
主
の
少
数
株
主
権
を
実
質
的
に
ま
っ
た
く
奪
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
権
利
を
当
該
株
主
に
与
え
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
定
款
規
定
は
許
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
増
田
政
章
「
有
限
会
社
に
お
け
る
定
款
自
治
―
ド
イ
ツ
法
を
中
心

に
し
て
―
」
近
畿
大
学
法
学
四
九
巻
二
・
三
号
一
八
九
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
お
よ

び
川
島
・
前
掲
注
（
　
）
一
一
九
頁
参
照
。

１１７

（
　
） 

川
島
・
前
掲
注
（
　
）
一
二
一
頁
。

１２６

１１７

（
　
） 

ド
イ
ツ
法
を
踏
ま
え
て
誠
実
義
務
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
出
口
・
前
掲

１２７
注
（
　
）
三
頁
以
下
。
ま
た
、
信
認
義
務
論
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
三
枝
一

７４

雄
「
支
配
株
主
と
信
認
義
務
―
支
配
権
濫
用
抑
制
の
た
め
の
一
つ
の
理
論
」
法

律
論
叢
四
四
巻
二
・
三
号
一
三
七
頁
以
下
（
一
九
七
〇
年
）。

（
　
） 

近
藤
光
男
ほ
か
「
定
款
自
治
に
よ
る
株
主
の
救
済
［
上
］」
商
事
法
務
一
六
九

１２８
八
号
六
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。
こ
の
批
判
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
多
数
決
原
理

の
調
整
を
図
る
通
説
的
立
場
で
あ
る
多
数
決
濫
用
論
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な

お
、
神
田
「
資
本
多
数
決
（
一
）」
三
六
頁
は
、
株
主
平
等
原
則
は
、
株
主
総
会

決
議
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
多
数
決
濫
用
理
論
の
ひ
と
つ
の
客
観
的
要
件
に

過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。

（
　
） 

株
主
平
等
原
則
は
、
株
主
が
株
主
と
し
て
の
資
格
で
会
社
に
対
す
る
場
合
に

１２９
の
み
適
用
さ
れ
、
株
主
た
る
資
格
を
離
れ
て
第
三
者
た
る
資
格
で
会
社
に
対
す

る
場
合
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
鈴

木
・
前
掲
注
（
　
）
二
七
六
頁
、
神
田
「
資
本
多
数
決
（
一
）」
三
五
頁
）。
し
か

８０

し
、
会
社
の
決
定
が
法
律
行
為
の
相
手
方
た
る
株
主
の
支
配
的
影
響
力
に
基
づ

い
て
な
さ
れ
る
場
合
は
、
団
体
的
連
接
を
認
め
て
株
主
平
等
の
原
則
が
適
用
さ

れ
る
と
捉
え
れ
ば
（
出
口
正
義
「
株
主
平
等
の
原
則
」『
株
主
権
法
理
の
展
開
』

前
掲
注
（
　
）
一
七
五

－

一
七
八
頁
）、
定
款
自
治
の
限
界
法
理
と
し
て
の
制
約

７４

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
何
を
も
っ
て
平
等
と
す
る
か
が
困
難
で
あ

る
と
の
指
摘
（
神
田
「
資
本
多
数
決
（
一
）」
三
五
頁
）
に
対
し
て
は
、
通
説
的

地
位
に
あ
る
多
数
決
濫
用
理
論
も
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
「
会
社
の
利
益
」

と
い
う
要
件
が
不
明
確
さ
を
克
服
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
（
出
口
・
前
掲
注

（
　
）「
株
主
の
誠
実
義
務
」
一
二

－

一
三
頁
）。
こ
れ
に
対
し
、
龍
田
・
前
掲
注

７４

一
六
九

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



（
　
）
一
四
五
頁
注
（
六
）
は
、
少
な
く
と
も
多
数
決
濫
用
に
関
す
る
か
ぎ
り

１０２
「
会
社
の
利
益
」
は
問
題
に
し
な
く
て
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
白
鳥
・
前

掲
注
（
　
）
七
八
頁
は
、
会
社
の
利
益
概
念
の
不
明
確
性
の
指
摘
に
対
し
て
、

１０８

同
論
文
の
検
討
対
象
で
あ
る
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
、
個
々
の
株
主
利

益
と
会
社
の
利
益
は
限
り
な
く
同
一
性
を
有
す
る
の
で
、
批
判
は
あ
た
ら
な
い

と
反
論
す
る
。
し
か
し
、
多
数
決
濫
用
理
論
は
、
少
数
派
の
拒
否
権
濫
用
に
対

し
て
対
応
で
き
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
上
に
、
立
証
の
点
で
少
数
派
株
主
に

負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
　
） 

前
掲
注
（
　
）
参
照
。

１３０

８９

（
　
） 

鈴
木
＝
竹
内
・
前
掲
注
（
　
）
一
一
二
頁
注
（
一
）。

１３１

１００

（
　
） 

具
体
的
な
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、W

ilkes
v.Springside

N
ursing

H
om
e,
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の“balancing

approach

                   ”

が
参
考
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
少
数
派
株
主
が
株
主
平
等
原
則
違
反
で
多
数
派
株
主
を
訴
え
る
場

合
に
は
、
多
数
派
株
主
の
側
は
問
題
と
さ
れ
た
ア
レ
ン
ジ
に
つ
い
て
、Exit

 
   
権
の

付
与
な
ど
に
よ
り
実
質
的
に
株
主
平
等
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
で
き
れ

ば
そ
の
行
為
を
一
応
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
立
証
さ
れ
る
と
き

は
、
逆
に
少
数
派
株
主
の
側
で
、
同
様
の
正
当
な
目
的
が
少
数
派
株
主
の
利
益

を
損
な
わ
な
い
別
の
ア
レ
ン
ジ
に
よ
っ
て
も
達
成
さ
れ
得
た
こ
と
を
示
す
こ
と

に
よ
り
こ
れ
に
抗
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
野
村
教
授
は
、
種
類
株
式
の
内
容
設
計
の
制
約
原
理
と
し
て
、
①
「
必
要
性

の
テ
ス
ト
」
と
②
「
相
当
性
の
テ
ス
ト
」
を
挙
げ
、
定
款
の
記
載
方
法
に
関
す

る
制
約
原
理
と
し
て
、
①
「
明
確
性
の
テ
ス
ト
」
と
②
「
変
更
手
続
の
テ
ス
ト
」

を
挙
げ
る
（
野
村
・
前
掲
注
（
　
）
三
三
頁
）。
本
論
稿
の
立
場
は
、
こ
れ
ら
の

４１

テ
ス
ト
は
株
主
平
等
原
則
に
備
わ
っ
た
立
証
負
担
転
換
機
能
と
相
俟
っ
て
少
数

派
株
主
を
保
護
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
森
淳
二
朗
「「
会
社
支
配
の
効
率

性
」
と
公
正
性
確
保
」
森
＝
上
村
編
『
会
社
法
に
お
け
る
主
要
論
点
の
評
価
』

前
掲
注
（
　
）
三
〇

－

三
一
頁
参
照
。

９０

（
　
） 

但
し
、
株
主
平
等
原
則
で
定
款
自
治
の
限
界
が
す
べ
て
説
明
で
き
る
わ
け
で

１３３
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
第
三
者
効
ゆ
え
に
強
行
ル
ー
ル
が
必
要
と
さ
れ

る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
債
権
者
保
護
規
定
は
、
債
権
者
に
定
款

規
定
の
交
渉
の
機
会
が
な
い
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
神
田
＝
藤
田
・

前
掲
注
（
　
）
四
六
四
頁
）。
こ
れ
に
対
し
株
主
平
等
原
則
は
、
神
田
教
授
・
藤

１６

田
教
授
が
示
し
た
「『
合
意
』
の
問
題
」
に
関
わ
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。

（
　
） 

会
社
法
制
定
前
の
議
論
と
し
て
、
経
済
産
業
省
産
業
組
織
課
編
『
日
本
版

１３４LLC

    
新
し
い
会
社
の
か
た
ち
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
・
二
〇
〇
四
年
）、
大
杉

謙
一
「
米
国
に
お
け
る
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー

（LLC

   
）
及
び
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

（LLP

   
）
に
つ
い
て
―
閉
鎖
会
社
立
法
へ
の
一
提
言
―
」
金
融
研
究
二
〇
巻
一
号

一
六
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
大
杉
謙
一
「
新
し
い
事
業
組
織
形
態
（
日
本
版

LLC

   
）
の
構
想
［
Ⅰ
］
～
［
Ⅳ
・
完
］
―
国
際
競
争
力
を
持
つ
企
業
法
制
の
模
索

と
し
て
―
」
商
事
法
務
一
六
四
八
号
四
頁
、
一
六
四
九
号
一
四
頁
、
一
六
五
〇

号
一
九
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
一
六
五
二
号
二
六
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
渡
邊
佳

奈
子
「
日
本
版LLC

 
  

制
度
の
創
設
に
向
け
て
」N

BL

 
  

七
七
五
号
二
九
頁
（
二
〇

〇
三
年
）、
関
口
智
弘
「
米
国
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
るLLC

 
  

の
活
用
法

―
日
本
版LLC

 
  

制
度
の
導
入
に
向
け
て
―
」
商
事
法
務
一
六
八
三
号
二
四
頁

（
二
〇
〇
三
年
）。

（
　
） 

合
同
会
社
の
設
立
数
は
、
会
社
法
施
行
か
ら
三
ヵ
月
で
一
〇
〇
〇
社
を
超
え

１３５
た
と
言
わ
れ
る
。
合
弁
会
社
の
会
社
形
態
と
し
て
選
択
さ
れ
る
例
が
多
い
よ
う

で
あ
る
（
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
五
日
夕
刊
）。

（
　
）W

ayne
M
.G
azur,
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確

か
に
米
国
で
は
、LLC
 
  

は
一
九
九
三
年
の
約
二
万
社
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
一
〇
九

一
七
〇

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



万
社
ま
で
増
加
し
て
お
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
比
べ
伸
び
は
高
い
（
高
市
邦

仁
「
欧
米
のLLC

 
  
」『
日
本
版LLC

 
   
新
し
い
会
社
の
か
た
ち
』
前
掲
注
（
　
） 
１３４

四
九 

－

五
〇
頁
お
よ
び
米
国IRS

   
統
計
資
料
（http://w

w
w.irs.gov/pub/irs

        
 
 
                -  soi/

     

03partnr.pdf

            
））。
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
でLLC

 
  

が
選
好
さ
れ
て
い
る
の
は
、

パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税
メ
リ
ッ
ト
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、

LLC

   

の
増
加
が
著
し
く
な
っ
た
の
は
、
法
人
課
税
か
構
成
員
課
税
か
を
選
択
で

き
る
チ
ェ
ッ
ク
・
ザ
・
ボ
ッ
ク
ス
規
制
が
導
入
さ
れ
た
一
九
九
七
年
以
降
で
あ

る
。

（
　
） 

当
事
者
（
社
員
）
が
す
べ
て
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
想
定

１３７
し
て
取
り
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
い
勝
手
の
悪
さ
を
意
味

す
る
（
宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二
八
頁
注
（
五
八
））。

（
　
） 

宍
戸
善
一
『
動
機
付
け
の
仕
組
と
し
て
の
企
業
：
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
シ
ス
テ

１３８
ム
の
法
制
度
論
』
一
〇
六
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）。

（
　
） 

米
国
に
お
い
て
も
、
自
州
のLLC

 
  

法
の
重
要
な
任
意
規
定
の
内
容
に
つ
い
て

１３９
誤
解
を
し
て
い
る
弁
護
士
が
少
な
く
な
い
こ
と
、LLC

 
  

の
定
款
に
は
サ
ン
プ
ル

を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
当
事
者
の
交
渉
が
き
ち
ん
と
反
映
さ
れ
る

こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Sandra

       

K
.
M
iller,

 
   
       A

N
ew
D
irection

for
LLC

Research
in

   
  
  
                
             a

C
ontractarian

Legal

   
                   

Environm
en

        
  t  ,76

S.C

         

A
L

 
 .L.R

      

EV   .351,390-400
(2003)

                     
）。

　
　
　
わ
が
国
の
実
務
家
も
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
た
定

款
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
タ
ス
ク
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

事
業
形
態
に
応
じ
た
い
く
つ
か
の
定
款
ひ
な
型
が
定
着
す
る
ま
で
の
間
は
試
行

錯
誤
が
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
米
国
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
出
資
契
約
の
ひ
な
型

は
そ
の
よ
う
な
努
力
の
成
果
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
法
律
実
務
家
の
豊
富
な
人

的
リ
ソ
ー
ス
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
（
宍
戸
善
一

「
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
育
成
の
仕
組
と
法
的
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
八
号
六

－

七
頁
（
二
〇
〇
二
年
））。

　
　
　
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
合
同
会
社
と
い
う
新
し
い
名
前
が
何
の
先
入
観
な
く

ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
有
限
会
社
が

本
来
の
利
用
者
で
あ
る
中
小
企
業
に
あ
ま
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
、
新

奇
な
名
称
の
合
同
会
社
よ
り
株
式
会
社
の
方
が
信
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
程
度
の
理
由
で
合
同
会
社
で
は
な
く
株
式
会
社
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
　
） 

も
っ
と
も
、
大
企
業
間
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
、
投
資
組
合
や
専
門
家

１４０
集
団
に
お
い
て
は
、
構
成
員
の
均
質
性
・
専
門
性
が
よ
り
高
い
ま
さ
に
「
プ
ロ
」

同
士
の
取
引
で
あ
る
こ
と
か
ら
、LLC

 
  

の
歴
史
の
浅
さ
に
対
す
る
抵
抗
感
は
小

さ
い
で
あ
ろ
う
。

（
　
） 

神
作
裕
之
「
会
社
の
機
関
―
選
択
の
自
由
と
強
制
」
商
事
法
務
一
七
七
五
号

１４１
四
三
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
　
） 

宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二
〇
頁
。

１４２
（
　
） 

長
島
・
大
野
・
常
松
法
律
事
務
所
・
前
掲
注
（
　
）
六
〇
四
頁
。
な
お
、
立
法

１４３

９０

担
当
官
は
「
一
〇
年
間
は
退
社
で
き
な
い
」
と
い
う
定
款
規
定
を
設
け
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（
相
澤
哲
＝
郡
谷
大
輔
「
新
会
社
法
の
解
説

（
一
二
）
持
分
会
社
」
商
事
法
務
一
七
四
八
号
一
九
頁
（
二
〇
〇
五
年
））、
こ
の

期
間
内
で
あ
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
退
社
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
解
さ
れ
る
。

（
　
） 

デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
が
全
員
一
致
で
あ
る
こ
と
は
、
多
数
決
原
理
の
株
式
会

１４４
社
よ
り
む
し
ろ
少
数
派
保
護
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
す
る
こ

と
の
リ
ス
ク
は
少
数
派
が
負
う
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二

四
頁
）。

（
　
） 

定
款
自
治
の
限
界
の
解
釈
に
関
係
的
契
約
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
、D

rury,

 
      

１４５supra

      note
10

       2  
お
よ
びM

ichael
J
W
hincop,

 
          
        Relational

and
D
octrinal

                
         

一
七
一

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）



C
ritique

ofShareholder
SpecialC

ont
 
                                
   ract

    s  ,[1997]S

          

Y
D
N
EY

 
 
 
  

L.R

     

EV   .18

    
が
示

唆
し
て
い
る
。D

rury

 
    
論
文
は
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
会
社
定
款
の
法
的

性
格
に
関
係
的
契
約
論
を
適
用
す
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、W

hincop

 
      
論
文
は
、

会
社
の
定
款
変
更
の
限
界
に
関
係
的
契
約
論
を
適
用
す
る
こ
と
を
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
会
社
法
に
基
づ
き
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
神
田
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
多
数
決
濫
用
理
論
の
展
開
を
、「
民
法
を

基
礎
と
す
る
権
利
濫
用
概
念
あ
る
い
は
行
政
法
を
基
礎
と
す
る
権
限
踰
越
概
念

を
会
社
法
的
に
加
工
す
る
努
力
の
歴
史
で
あ
っ
た
」
と
評
し
た
が
（
神
田
「
資

本
多
数
決
（
三
）」
一
二
五
頁
注
（
二
五
））、
本
論
稿
は
、
こ
れ
に
倣
い
古
典
的

契
約
観
に
代
わ
り
う
る
現
代
的
契
約
観
で
あ
る
関
係
的
契
約
論
を
会
社
法
的
に

加
工
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
　
）Ian

R.M
acneil,

 
        
        The

M
any
Futures

ofC
ontract

     
                
       s  ,47
S.C

         

A
L

 
 .L.R

      

EV   .691

      

１４６(1974);

        I  A
N

 
 

R.
M

     

A
CN
EIL
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T

   

H
E
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O
CIA
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N
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U
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TO
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O
D
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O
N
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L  
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ELATIO
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1-35
(1980);

Ian
R.
M
acneil,

                      
        Values

in

          

C
ontract:Internaland

Externa

 
                             l  ,78

N

      

W  .U
.L.R

   
     

EV   .340,346-82
(1983).

                      
内
田

貴
『
契
約
の
時
代
』
二
九

－

四
〇
頁
（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
）。

（
　
） 

内
田
・
前
掲
注
（
　
）
一
五
三

－
一
五
五
頁
。

１４７

１４６

（
　
） 

内
田
・
前
掲
注
（
　
）
一
五
八

－

一
五
九
頁
。

１４８

１４６

（
　
） 

内
田
・
前
掲
注
（
　
）
一
五
八

－

一
五
九
頁
、
一
六
二
頁
。

１４９

１４６

（
　
） 

河
上
・
前
掲
注
（
　
）
三
九
頁
。

１５０

５４

（
　
） 

西
村
と
き
わ
法
律
事
務
所
編
『
新
会
社
法
実
務
相
談
』
五
〇
六
頁
（
商
事
法

１５１
務
・
二
〇
〇
六
年
）。

（
　
） 

武
井
一
浩
「
企
業
法
実
務
の
観
点
か
ら
の
新
会
社
―
種
類
株
式
、
合
同
会

１５２
社
、
自
社
株
買
収
、
買
収
防
衛
策
―
」
商
事
法
務
一
七
五
九
号
二
九
頁
（
二
〇

〇
六
年
）、
同
「
日
本
版LLC

 
  

制
度
と
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
実
務
へ
の
利

用
可
能
性
―
合
弁
契
約
（
株
主
間
契
約
）
の
実
効
性
向
上
の
観
点
か
ら
―
」
江

頭
憲
治
郎
＝
武
井
一
浩
編
『
上
級
商
法
　
閉
鎖
会
社
編
［
第
二
版
］』
二
五
〇
頁

（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
五
年
）。
親
会
社
の
意
向
に
沿
っ
た
行
動
を
と
る
合
弁
会
社

の
派
遣
役
員
（interlocking

directors
and
officers

                                   
）
の
信
認
義
務
の
問
題
を
指

摘
す
る
も
の
と
し
て
、ZenichiShishido,

 
                 C

onflicts
ofInterestand

Fiduciary

 
                                   

D
uties

in
the
O
perations

of
a
Joint

 
              
                     Ventur

      e  ,
39
H

      

A
STIN

G
S

 
    
 
 

L.J.
63,
113

              

(1987)

      
、
清
水
建
成
「
合
弁
事
業
に
お
け
る
取
締
役
の
義
務
と
利
益
衝
突
」
判
例

タ
イ
ム
ズ
一
〇
八
六
号
六
三
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
　
） 

河
上
正
二
『
約
款
規
制
の
法
理
』
四
〇
〇

－

四
〇
一
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
八
八

１５３
年
）、
執
行
・
前
掲
注
（
　
）
二
四
五
頁
。

６６

（
　
） 

宍
戸
・
前
掲
注
（
５
）
二
四
頁
。

１５４
（
　
） 

神
作
・
前
掲
注
（
　
）
四
三
頁
。
神
作
教
授
は
、
本
文
中
に
述
べ
た
制
約
以
外

１５５

１４１

に
、
多
数
決
原
理
を
導
入
で
き
る
の
は
会
社
の
業
務
執
行
に
関
す
る
分
野
か
ま

た
は
定
款
上
一
義
的
に
明
確
な
事
項
に
限
る
と
い
う
特
定
性
の
原
理
、
お
よ
び

社
員
権
の
核
心
に
触
れ
る
基
礎
的
権
利
や
社
員
の
経
済
的
自
由
を
剥
奪
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
限
界
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
契
約
法

理
と
の
関
連
で
限
界
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
神
作
教
授
は
、

緊
密
な
人
的
関
係
に
基
づ
く
社
員
の
誠
実
義
務
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
よ
う
な
場
合
、
社
員
に
緊
密
な
人
的
関
係
が
常

に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
で
き
る
か
は
疑
問
が
あ
る
。
合
同
会
社
に
あ
っ
て

は
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
契
約
法
理
と
の
連
続
性
を
認
め
て
よ
い
。

（
　
） 

ド
イ
ツ
で
は
「
自
己
機
関
の
原
則
」
と
さ
れ
て
い
る
（
神
作
・
前
掲
注
（
　
）

１５６

１４１

四
三
頁
）。

（
　
） 

神
作
・
前
掲
注
（
６
）
一
三
四
頁
。
な
お
、
宍
戸
善
一
＝
岩
瀬
ひ
と
み
「
ベ
ン

１５７
チ
ャ
ー
企
業
と
合
同
会
社
制
度
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
〇
六
年
三
月
号
一
六
頁

（
二
〇
〇
六
年
）
は
、
本
文
中
で
述
べ
た
論
点
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
機
関
設

計
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
と
す
る
。

一
七
二

筑
波
法
政
第
四
十
四
号
（
二
〇
〇
八
）



（
　
） 

有
限
責
任
事
業
組
合
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
七
年
法
律
第
四
〇
号
）
一
三

１５８
条
二
項
。

（
　
） 

神
田
「
資
本
多
数
決
（
五
）」
一
三
八
頁
、
出
口
・
前
掲
注
（
　
）
三
〇
頁
注

１５９

７４

（
四
七
）。

（
　
） 

株
主
平
等
原
則
の
実
質
的
基
準
を
、
平
均
的
株
主
が
入
社
に
際
し
て
期
待
し

１６０
た
対
価
関
係
、
等
価
交
換
関
係
を
破
っ
て
は
な
ら
な
い
と
捉
え
る
本
論
稿
の
考

え
方
（
本
節
１
（
４
）（
ⅳ
））
は
、
株
主
が
共
有
し
て
い
る
期
待
感
を
規
範
と

し
て
お
り
、
関
係
的
契
約
論
と
の
連
続
性
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
会

社
の
定
款
自
治
の
制
約
を
株
主
平
等
原
則
に
求
め
、
合
同
会
社
の
定
款
自
治
の

制
約
を
契
約
法
理
に
求
め
る
こ
と
は
、
会
社
形
態
に
よ
っ
て
適
用
法
理
を
分
断

す
る
と
の
批
判
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。
む
し

ろ
、
株
主
平
等
原
則
は
、
関
係
的
契
約
法
理
を
、
種
々
の
法
規
整
に
よ
り
契
約

当
事
者
意
識
が
希
薄
に
な
っ
た
株
主
間
に
適
合
す
る
よ
う
、
立
証
負
担
転
換
機

能
を
纏
っ
た
形
に
変
容
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
　
） 

内
田
・
前
掲
注
（
　
）
二
六
頁
。

１６１

１４６

（
　
） 

関
係
的
契
約
モ
デ
ル
が
裁
判
規
範
と
し
て
機
能
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問

１６２
を
呈
す
る
見
解
が
あ
る
。
棚
瀬
孝
雄
「
関
係
的
契
約
論
と
法
秩
序
観
」
棚
瀬
孝

雄
編
『
契
約
法
理
と
契
約
慣
行
』
六
九
頁
（
弘
文
堂
・
一
九
九
九
年
）。
そ
れ
へ

の
反
論
と
し
て
、
内
田
・
前
掲
注
（
　
）
一
六
二
頁
以
下
の
「
付
論
」。

１４６

（
　
） 

神
田
「
資
本
多
数
決
（
一
）」
四
〇
頁
。
も
っ
と
も
、
会
社
法
を
め
ぐ
る
紛
争

１６３
で
は
、
正
面
か
ら
多
数
決
濫
用
を
主
張
す
る
よ
り
、
何
ら
か
の
手
続
的
規
整
違

反
あ
る
い
は
株
主
総
会
や
取
締
役
会
の
決
議
の
瑕
疵
を
争
う
ほ
う
が
効
果
的
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
　
） 

フ
ラ
ン
ス
で
は
多
数
決
濫
用
理
論
の
根
拠
を
権
利
濫
用
（abus

de
droit

             
）
と

１６４
し
て
い
る
。
清
弘
正
子
「
株
主
総
会
に
お
け
る
多
数
決
濫
用
と
そ
の
理
論
～
フ

ラ
ン
ス
法
の
示
唆
～
」
国
際
商
事
法
務
二
六
巻
八
号
八
〇
九
頁
（
一
九
九
八

年
）。（

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
企
業
科
学
専
攻
修
了
）

　
脱
稿
後
、
南
保
勝
美
「
新
会
社
法
に
お
け
る
株
主
平
等
原
則
の
意
義
と
機
能
」
法

律
論
叢
七
九
巻
二
・
三
号
三
三
七
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
に
接
し
た
。

一
七
三

株
主
間
契
約
の
効
力
と
定
款
自
治
の
限
界
の
再
構
築
（
２
・
完
）（
田
邉
）


